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ご挨拶

株主の皆様へ

臨時株主総会招集ご通知をお届けするにあたり、
謹んでご挨拶申しあげます。

菱洋エレクトロ株式会社は、2023年10月16日
付で株式会社リョーサンとの共同持株会社設立に
よる経営統合について最終合意に至りました。

エレクトロニクス業界を取り巻く昨今の環境変化
により、エレクトロニクス商社に求められる機能
や役割に変化が生じる中、新たに「リョーサン菱
洋グループ」として、強固な経営基盤の確立のみ
ならず、両社各々の強みの融合により個社の成長
限界を打破し、バリューチェーン全体への価値向
上を追求することで、持続的な企業価値の向上及
び全てのステークホルダーの方々への一層の貢献
を目指してまいります。

株主の皆様におかれましては、このたびの経営統
合の趣旨をはじめ、詳細についてご理解いただ
き、今後とも引き続きのご支援を賜りますようお
願い申しあげます。

代表取締役社長執行役員

中村 守孝 2023年12月

－ 1 －
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招集ご通知

株主各位 証券コード 8068
2023年12月４日

(電子提供措置の開始日2023年11月27日)

東京都中央区築地一丁目12番22号

代表取締役社長執行役員 中村 守孝

　当社ウェブサイト　https://www.ryoyo.co.jp/ir/shareholders-meeting/

　東証ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）
　　　　　　https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show

臨時株主総会 招集ご通知
拝啓　平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。
　さて、当社臨時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申しあげます。
　本臨時株主総会の招集に際しては、株主総会参考書類等の内容である情報（電子提供措置事項）につい
て電子提供措置をとっており、インターネット上の当社ウェブサイトに「臨時株主総会招集通知」として
掲載しておりますので、以下の当社ウェブサイトにアクセスのうえ、ご確認くださいますようお願い申し
あげます。

　電子提供措置事項は、上記ウェブサイトのほか、東京証券取引所（東証）のウェブサイトにも掲載して
おりますので、以下の東証ウェブサイトにアクセスいただき、「銘柄名（会社名）」に「菱洋エレクト
ロ」又は「コード」に当社証券コード「８０６８」を入力・検索し、「基本情報」「縦覧書類/PR情報」を
順に選択して、「縦覧書類」にある「株主総会招集通知/株主総会資料」欄よりご確認くださいますようお
願い申しあげます。

　なお、当日ご出席されない場合は、インターネット又は書面により議決権を行使することができますの
で、お手数ながら株主総会参考書類をご検討のうえ、2023年12月18日（月曜日）午後５時30分までに議
決権を行使してくださいますようお願い申しあげます。

敬　具

－ 2 －
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招集ご通知

■1 日　　時 2023年12月19日（火曜日）午前10時（午前9時受付開始）
■2 場　　所 東京都中央区銀座五丁目15番8号

時事通信ホール（時事通信ビル2階）
(末尾の「臨時株主総会会場ご案内図」をご参照ください。)

■3 目的事項 決議事項 第1号議案　株式会社リョーサンとの株式移転計画承認の件
第2号議案　定款一部変更の件
第3号議案　取締役に対する譲渡制限付株式報酬制度の一部改定の件

■4 議決権行使に
ついてのご案内 ４頁に記載の「議決権行使についてのご案内」をご参照ください。

記

以　上

●当日ご出席の際は、お手数ながら議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申しあげます。
●会社法改正により、電子提供措置事項について上記の各ウェブサイトにアクセスのうえ、ご確認いただくことを原則とし、基準日

までに書面交付請求をいただいた株主様に限り、書面でお送りすることとなりましたが、本臨時株主総会においては、書面交付請
求の有無にかかわらず、一律に電子提供措置事項を記載した書面をお送りいたします。
なお、電子提供措置事項のうち、次の事項につきましては、法令及び当社定款第16条に基づき、下記の事項を記載しておりませ
ん。

・株式会社リョーサンの最終事業年度に係る計算書類等の内容
●電子提供措置事項に修正が生じた場合は、上記インターネット上の当社ウェブサイト及び東証ウェブサイトにその旨、修正前の事

項及び修正後の事項を掲載させていただきます。

※当日ご出席の株主様へのお土産はご用意いたしておりません。何卒、株主の皆様にはご理解賜りますようお願い申しあげます。

－ 3 －
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議決権行使についてのご案内

株主総会に
ご出席される場合

書面（郵送）で議決権を
行使される場合

インターネット等で議決権
を行使される場合

議決権行使書用紙を会場受付にご提
出ください。

議決権行使書用紙に議案に対する賛
否をご表示のうえ、切手を貼らずに
ご投函ください。

次頁の案内に従って、議案に対する
賛否をご入力ください。

日　時 行使期限 行使期限

2023年12月19日（火曜日）
午前10時（受付開始：午前9時）

2023年12月18日（月曜日）
午後5時30分到着分まで

2023年12月18日（月曜日）
午後5時30分入力完了分まで

議決権行使書用紙のご記入方法のご案内

議決権行使についてのご案内
株主総会における議決権は、株主の皆様の大切な権利です。
後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、議決権を行使いただきますようお願い申しあげます。
議決権を行使する方法は、以下の3つの方法がございます。

こちらに議案の賛否をご記入ください。
第1・2・3号議案

⃝ 賛成の場合 「賛」の欄に〇印
⃝ 反対する場合 「否」の欄に〇印

XXXX-XXXX-XXXX-XXX

XXXXX

1.　

2.　

菱洋エレクトロ株式会社

議　決　権　の　数
議 　 決 　 権 　 の 　 数

基準日現在のご所有株式数

株　主　総　会　日

××××年××月××日

XX 個

御中菱洋エレクトロ株式会社
議 決 権 行 使 書

XX 個

XX 株

ログイン用QRコード
ログインID

仮パスワード
見 本

※議決権行使書用紙はイメージです。
(1)書面（郵送）により議決権を行使された場合の議決権行使書において、議案に対する賛否の表示がない場合は、賛成の表示があっ

たものとしてお取り扱いさせていただきます。
(2)書面（郵送）とインターネット等により重複して議決権を行使された場合には、インターネット等により行使された内容を、イン

ターネット等により複数回にわたり議決権を行使された場合には最後に行使された内容を有効とさせていただきます。

－ 4 －
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議決権行使についてのご案内

インターネット等による議決権行使のご案内

QRコードを読み取る方法 ログインID・仮パスワードを
入力する方法

議決権行使書用紙に記載のログインID、仮パスワードを入力するこ
となく、議決権行使ウェブサイトにログインすることができます。

議決権行使
ウェブサイト https://evote.tr.mufg.jp/

　

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。2

議決権行使書用紙に記載のQRコードを読み取ってください。1

※「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

XXXX-XXXX-XXXX-XXX

XXXXX

1.　

2.　

菱洋エレクトロ株式会社

議　決　権　の　数
議 　 決 　 権 　 の 　 数

基準日現在のご所有株式数

株　主　総　会　日

××××年××月××日

XX 個

御中菱洋エレクトロ株式会社
議 決 権 行 使 書

XX 個

XX 株

ログイン用QRコード

ログインID

仮パスワード

XXXX-XXXX-XXXX-XXX

XXXXX

1.　

2.　

菱洋エレクトロ株式会社

議　決　権　の　数
議 　 決 　 権 　 の 　 数

基準日現在のご所有株式数

株　主　総　会　日

××××年××月××日

XX 個

御中菱洋エレクトロ株式会社
議 決 権 行 使 書

XX 個

XX 株

ログイン用QRコード

ログインID

仮パスワード
見 本

見 本

菱洋エレクトロ株式会社

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。4

議決権行使ウェブサイトにアクセスしてください。1

新しいパスワードを登録する。3

「新しいパスワード」
を入力

「送信」を
クリック

議決権行使書用紙に記載された「ログインID・仮パスワード」
を入力し「ログイン」をクリックしてください。

2

「ログインID・仮パス
ワード」を入力

「ログイン」を
クリック

※操作画面はイメージです。

インターネットによる議決権行使で
パソコンやスマートフォンの操作方法などが
ご不明な場合は、右記にお問い合わせください。

三菱UFJ信託銀行株式会社　証券代行部　ヘルプデスク
0120－173－027

（通話料無料／受付時間 9：00～21：00）
機関投資家の皆様は、議決権行使の方法として、「議決権電子行使プラットフォーム」をご利用いただけます。

－ 5 －
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メモ
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株式会社リョーサンとの株式移転計画承認の件

第1号議案
　 株式会社リョーサンとの株式移転計画承認の件
株主総会参考書類

　当社と株式会社リョーサン（以下「リョーサン」といい、当社とリョーサンを総称して「両社」といいます。）は、
2023年5月15日付「菱洋エレクトロ株式会社と株式会社リョーサンの経営統合に関する基本合意書締結のお知らせ」
で公表いたしましたとおり、両社の経営統合（以下「本経営統合」といいます。）について協議を進めてまいりました
が、2024年4月1日（予定）をもって、共同株式移転の方法により両社の完全親会社となるリョーサン菱洋ホールディ
ングス株式会社（以下「共同持株会社」といいます。）を設立すること（以下「本株式移転」といいます。）及び本経
営統合の条件等について合意に達し、2023年10月16日開催の両社それぞれの取締役会決議により、対等の精神に基
づいた経営統合契約書（以下「本経営統合契約」といいます。）を締結するとともに、株式移転計画書（以下「本株式
移転計画」といいます。）を共同で作成いたしました。
　なお、本経営統合及び本株式移転の実施は、両社の株主総会の承認並びに本経営統合及び本株式移転を行うにあたり
必要な関係当局の許認可の取得等を前提としております。
　つきましては、本株式移転計画のご承認をお願いしたいと存じます。本株式移転を行う理由、本株式移転計画の内容
の概要その他本議案に関する事項は以下のとおりであります。

1. 株式移転を行う理由
(1) 本経営統合の背景

　当社は、「半導体・デバイス」と「ＩＣＴ・ソリューション」を事業領域に有するエレクトロニクス商社とし
て、国内外の電子機器メーカー、電子機器ユーザーに対して商品の販売及びこれに付随するサービスを提供してお
り、ビジョンとして掲げる「お客様の課題やお困りごとを他社よりも早く、優れたやり方で解決させていただく企
業」の実現に向けた取り組みに注力しています。サプライチェーンの上流から下流まで幅広く接点を持つ事業の特
徴を活かし、エンドユーザーから得られた市場ニーズを強みとして上流にあたる電子機器メーカーとの接点を拡充
するとともに、製品・技術・サービスを組み合わせた独自性のあるソリューションを創出することで、サプライチ
ェーン全体で情報と価値を循環させるビジネスモデルの展開を推進しております。
　一方、リョーサンは、半導体・電子部品を販売するデバイス事業及びＩＴ機器等を販売するソリューション事業
を行う専門商社として国内外の電子機器メーカー等の得意先に対し、商品の販売を行っております。「エレクトロ
ニクス領域で、社会にとっての安心・最適を創り出していく企業」を目指すべき姿に掲げるとともに、ビジネスモ
デル・サプライヤーネットワーク・販売チャネルの3つのイノベーションを成長の柱として位置付けており、商権
獲得先の深掘やチャネル改革を通じた「ポートフォリオの多様化推進」、地場投資先との協働化を通じた「中華圏
ローカル事業の深化」、「先行投資商材の刈り取りと新規投資」、顧客ニーズを起点とする製造事業を含む新規ビ

－ 9 －
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株式会社リョーサンとの株式移転計画承認の件

ジネスの参入等の「業態変革に向けた投資」、様々なデジタル技術を活用した「既存ビジネスの効率化」、経営情
報整備や教育・リスク管理・ガバナンス等の「基盤整備」を進めております。
　以上のように、両社はエレクトロニクス分野における商社として事業を展開しておりますが、エレクトロニクス
商社業界を取り巻く環境は、社会全体でのＩｏＴ化やＤＸ（デジタルトランスフォーメーション）が加速する中、
新たなテクノロジーの活用が急速に進むことで大きな環境変化を迎えており、こうした業界の環境変化に伴って、
エレクトロニクス商社に求められる機能や役割にも変化が生じております。加えて、半導体をはじめとする電子部
品メーカーやＩＴ機器メーカーの合従連衡などに伴う商社間の競争が激しさを増す一方、半導体市場の需給バラン
スの変動や金融市場の動向、資源・材料価格の高騰や地政学リスクといった外的要因が事業環境や業績に及ぼす影
響は非常に大きく、エレクトロニクス商社は低い収益性の利益構造であるにも関わらず、外部環境の変化に左右さ
れやすい状況にあります。
　両社はこのような認識の下、持続的な企業価値の向上及び全てのステークホルダーへの一層の貢献を果たすため
には、強固な経営基盤の確立のみならず、両社各々の強みの融合により個社の成長限界を打破し、バリューチェー
ン全体への価値向上の追求が必要であるとの認識で一致し、共同持株会社の設立による本経営統合について最終的
な合意に至りました。

－ 10 －
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株式会社リョーサンとの株式移転計画承認の件

(2) 本経営統合の目的及び取り組み
　本株式移転により、両社は、国内エレクトロニクス商社の新たな中核グループとして、それぞれがこれまでの長
年の歴史の中で築いてきた、お客様との良好なリレーションや優良な商材・ソリューションといった経営資源を新
たな枠組みの中で最大限に活用した以下の取り組みを推進し、企業価値の更なる向上を目指してまいります。

【2029年３月期　グループ経営目標】
売上高：5,000億円　営業利益：300億円

質の向上量の拡大
ニーズに応えるノウハウの拡充
ニーズに対する独自性の追求
お客様に対するビジネスモデル拡大

お客様基盤と品揃えの強化
お客様との新たな接点の拡大
ニーズに合った商材の拡充

量・質
追求による相乗効果

お客様ニーズの集約
市場の共通ニーズの理解促進

最適な仕組み作りと企業風土の醸成
（仕組み）グループ一体運営に向けた融和・融合の加速
（仕組み）お客様への新たな価値提供を実現するための体制の構築
（企業風土）個の成長と、組織力の向上

(ⅰ) 両社の経営資産を掛け合わせた“量”の拡大
　両社は、お客様や取扱商材の重複が限定的であることを踏まえ、両社の既存のお客様に新たな商材を、また、
既存の商材を新たなお客様に、各々展開することで取引の裾野が一気に拡充することになります。これらの取り
組みの中で、お客様との新たな接点を拡大・充実させることにより、お客様ニーズを的確かつ深く理解し、さら
には、これら取り組みの結果得られたニーズを、新たな商材・サービス拡充に活かすことにより、より一層のビ
ジネス規模拡大を進めてまいります。

－ 11 －
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(ⅱ) 新たな価値の創出による“質”の向上
　両社は、上記(ⅰ)の取り組みの中で得られたお客様の多様なニーズに、これまで培ってきた知見を最大限に活
かすことを通じて、ソリューション提供に向けたノウハウの更なる拡充を進めます。単なるモノ売りにとどまら
ず、お客様や市場全体が抱える課題・お困りごとの解決に繋げるべく、他社にはない両社ならではの付加価値の
提供を推進いたします。これら取り組みを通じて、ソリューション領域の裾野を拡げることで、多様なビジネス
モデルを展開し、これまでにない、新たなエレクトロニクス商社像の構築を志向してまいります。

(ⅲ) (ⅰ)～(ⅱ)を支える最適な仕組み作りと企業風土の醸成
　上記(ⅰ)～(ⅱ)の取り組みを支えるための最適な仕組みとして、グループ一体運営に向けたインフラを整備
し、お客様への新たな価値提供を実現するための体制を構築してまいります。
　また、両社社員が持つ知見や技術の積極的交流を行うこと等を通じて、社員1人1人が“個”の力を高めるととも
に、お客様に貢献できることの喜びと自身の成長を実感できる企業風土を醸成することで、組織としてのお客様
ニーズへの対応力の一層の強化を図ってまいります。

　上記(ⅰ)～(ⅲ)の取り組みを通じて、半導体のキーアイテムを持ち、強固なお客様基盤を有するリョーサンの
強みと、ＤＸやＡＩなどＩＣＴの領域で豊富な実績を有する当社の強みを融合させることで、“量”と“質”の追求
による相互循環を引き起こし、個々のお客様にとどまらず、市場全体が共通で抱える課題・お困りごとの解決に
貢献し、新たな価値提供を追求する、お客様から選ばれ続ける企業を目指してまいります。

　本経営統合によるシナジーの早期具現化に向けて上記の取り組みを推進し、2029年3月期のグループ経営目
標として、売上高：5,000億円、営業利益：300億円を目指してまいります。さらには、「お客様のお客様」で
あるエンドユーザーの課題解決までを見据えたバリューチェーン全体への価値向上を追求すべく、エレクトロニ
クス商社の枠組みに捉われない更なる成長機会の実現を視野に入れた施策についても引き続き検討してまいりま
す。

2. 株式移転計画の内容の概要
　本株式移転計画の内容は、次に掲げる「株式移転計画書（写し）」に記載のとおりであります。

－ 12 －
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株式移転計画書（写し）

　菱洋エレクトロ株式会社（以下「甲」という。）及び株式会社リョーサン（以下「乙」という。）は、共同株式移転
の方法による株式移転を行うことにつき合意したので、以下のとおり共同して株式移転計画（以下「本株式移転計画」
という。）を作成する。

第1条（本株式移転）
　甲及び乙は、本株式移転計画の定めるところに従い、共同株式移転の方法により、新たに設立する株式移転設立完全
親会社（以下「本持株会社」という。）成立日（第7条に定義する。以下同じ。）において、甲及び乙の発行済株式の
全部を本持株会社に取得させる株式移転（以下「本株式移転」という。）を行うものとする。

第2条（本持株会社の目的、商号、本店の所在地、発行可能株式総数その他定款で定める事項）
1. 本持株会社の目的、商号、本店の所在地及び発行可能株式総数は以下のとおりとする。

(1) 目的
本持株会社の目的は、別紙1の定款第2条記載のとおりとする。

(2) 商号
本持株会社の商号は、「リョーサン菱洋ホールディングス株式会社」とし、英文では「Ryoyo Ryosan 
Holdings, Inc.」と表示する。

(3) 本店の所在地
本持株会社の本店の所在地は東京都千代田区とし、本店の所在場所は東京都千代田区東神田二丁目3番5号とす
る。

(4) 発行可能株式総数
本持株会社の発行可能株式総数は、150,000,000株とする。

2. 前項に掲げるもののほか、本持株会社の定款で定める事項は、別紙1の定款記載のとおりとする。

第3条（本持株会社の設立時取締役及び設立時会計監査人の名称）
1. 本持株会社の設立時取締役（設立時監査等委員である取締役を除く。）の氏名は次のとおりとする。

設立時取締役　中村　守孝
設立時取締役　稲葉　和彦
設立時取締役　遠藤　俊哉
設立時取締役　大橋　充幸
設立時取締役　髙橋　則彦
設立時取締役　髙田　信哉（社外取締役）

－ 13 －
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設立時取締役　川辺　春義（社外取締役）
設立時取締役　白石　真澄（社外取締役）

2. 本持株会社の設立時監査等委員である設立時取締役の氏名は次のとおりとする。
設立時監査等委員　脇　　清
設立時監査等委員　小川　真人（社外取締役）
設立時監査等委員　大井　素美（社外取締役）
設立時監査等委員　福田　佐知子（社外取締役）

3. 本持株会社の設立時会計監査人の名称は次のとおりとする。
有限責任監査法人トーマツ

第4条（本株式移転に際して交付する株式及びその割当て）
1. 本持株会社は、本株式移転に際して、本持株会社が甲及び乙の株式の全部を取得する時点の直前時（以下「基準

時」という。）における甲及び乙の普通株式の株主に対し、それぞれその所有する甲及び乙の普通株式に代わり、(i)
甲が基準時現在発行している普通株式数の合計に1を乗じた数、及び(ii)乙が基準時現在発行している普通株式数の合
計に1.32を乗じた数を合計した数と同数の本持株会社の普通株式を交付する。

2. 本持株会社は、前項の規定により交付される本持株会社の普通株式を、基準時における甲及び乙の普通株式の株主
に対し、それぞれ次の各号に定める割合をもって割り当てる。
(1) 甲の株主に対しては、その所有する甲の普通株式１株に対して本持株会社の普通株式1株
(2) 乙の株主に対しては、その所有する乙の普通株式１株に対して本持株会社の普通株式1.32株

3. 前二項の計算において、1株に満たない端数が生じる場合には、会社法第234条その他関係法令の規定に基づき処理
するものとする。

第5条（本株式移転に際して交付する新株予約権及びその割当て）
1. 本持株会社は、本株式移転に際して、基準時における甲の第3回新株予約権（その内容は別紙2「菱洋エレクトロ株

式会社第3回新株予約権の内容」記載のとおり。以下「菱洋エレクトロ第3回新株予約権」という。）の新株予約権
者に対し、その所有する菱洋エレクトロ第3回新株予約権に代わり、基準時における菱洋エレクトロ第3回新株予約
権の総数と同数の本持株会社の第1回新株予約権（その内容は別紙3「本持株会社第1回新株予約権の内容」記載のと
おり。以下「本持株会社第1回新株予約権」という。）を交付する。

2. 本持株会社は、前項の規定により交付される本持株会社第1回新株予約権を、基準時における菱洋エレクトロ第3回
新株予約権の新株予約権者に対し、その所有する菱洋エレクトロ第3回新株予約権1個につき本持株会社第1回新株予
約権1個の割合をもって割り当てる。
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第6条（本持株会社の資本金及び準備金等の額に関する事項）
　本持株会社成立日における本持株会社の資本金及び準備金等の額は、次のとおりとする。

(1) 資本金の額
150億円

(2) 資本準備金の額
50億円

(3) 利益準備金の額
0円

(4) 資本剰余金の額
会社計算規則第52条第1項に定める株主資本変動額から上記(1)及び(2)の額の合計額を減じて得られる額

第7条（本持株会社成立日）
　本持株会社の設立の登記をすべき日（以下「本持株会社成立日」という。）は、2024年4月1日とする。但し、本株
式移転の手続進行上の必要性その他の事由により必要な場合は、甲及び乙は協議・合意の上、本持株会社成立日を変更
することができるものとする。

第8条（株式移転計画承認株主総会）
　甲及び乙は、それぞれ以下に定める日を開催日として臨時株主総会を開催し、本株式移転計画及び本株式移転に必要
な事項に関する承認を求めるものとする。但し、本株式移転の手続進行上の必要性その他の事由により必要な場合は、
甲及び乙は協議・合意の上、当該承認を求めるための株主総会の開催日を変更することができるものとする。

甲　　　：2023年12月19日
乙　　　：2023年12月19日

第9条（株式上場、株主名簿管理人）
1. 甲及び乙は、本持株会社の発行する普通株式が本持株会社成立日に株式会社東京証券取引所プライム市場に上場さ

れるよう、必要となる手続を相互に協議の上協力して行うものとする。
2. 本持株会社の設立時における株主名簿管理人は、三菱UFJ信託銀行株式会社とする。

第10条（剰余金の配当）
1. 甲は、2024年3月31日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に対して、1株当たり100

円を限度として、剰余金の配当を行うことができるものとする。

－ 15 －
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2. 乙は、(i)2023年9月30日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に対して、1株当たり60
円を限度として、(ii)2024年3月31日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に対して、1
株当たり90円を限度として、それぞれ剰余金の配当を行うことができるものとする。

3. 甲及び乙は、前二項に定める場合を除き、本株式移転計画作成後本持株会社成立日に至るまでの間、本持株会社成
立日以前の日を基準日とする剰余金の配当の決議を行わないものとする。

第11条（会社財産の管理等）
　甲及び乙は、本株式移転計画作成後本持株会社成立日に至るまでの間、本株式移転計画において別途定める場合を除
き、それぞれ善良なる管理者の注意をもって、自らの業務の遂行並びに財産の管理及び運営を行い、かつ、それぞれの
子会社をして善良なる管理者の注意をもって自らの業務の遂行並びに財産の管理及び運営を行わせるものとし、それぞ
れの財産又は権利義務に重大な影響を及ぼし得る行為については、本株式移転計画において別途定める場合を除き、あ
らかじめ甲及び乙が協議し、合意の上、これを行い、又はこれを行わせるものとする。

第12条（本株式移転計画の効力）
　本株式移転計画は、第8条に定める甲若しくは乙の株主総会のいずれかにおいて、本株式移転計画及び本株式移転に
必要な事項に関する決議が得られなかった場合、本持株会社成立日までに本株式移転を行うにあたり必要な関係当局の
承認等が得られなかった場合、又は、次条に基づき本株式移転を中止する場合には、その効力を失うものとする。

第13条（株式移転条件の変更及び本株式移転の中止）
　本株式移転計画作成後本持株会社成立日に至るまでの間に、甲又は乙の財産状態若しくは経営状態に重大な変更が発
生した場合又は重大な影響を与える事由があることが判明した場合、又は本株式移転の実行に重大な支障となる事態が
生じ若しくは明らかとなった場合、その他本株式移転計画の目的の達成が著しく困難となった場合は、甲及び乙は協
議・合意の上、本株式移転の条件その他本株式移転計画の内容を変更し又は本株式移転を中止することができる。

第14条（協議事項）
　本株式移転計画に定める事項のほか、本株式移転計画に定めがない事項、その他本株式移転に必要な事項は、本株式
移転計画の趣旨に従い、甲及び乙が別途協議・合意の上定める。

（以下余白）

－ 16 －
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　本株式移転計画作成の証として、本書2通を作成し、各自記名押印のうえ、各自1通を保有する。

2023年10月16日

甲　　　　　：東京都中央区築地一丁目12番22号
菱洋エレクトロ株式会社
代表取締役社長執行役員　中村　守孝　　　　　　印

乙　　　　　：東京都千代田区東神田二丁目3番5号
株式会社リョーサン
代表取締役社長執行役員　稲葉　和彦　　　　　　印

－ 17 －



2023/11/21 19:39:13 / 23053673_菱洋エレクトロ株式会社_臨時招集通知_電子提供措置用

株式会社リョーサンとの株式移転計画承認の件

［別紙1］
定款

第１章　総　則
（商 号）
第１条　当会社は、リョーサン菱洋ホールディングス株式会社と称し、英文ではRyoyo Ryosan Holdings, Inc.と表示

する。

（目 的）
第２条　当会社は、次の事業を営む会社（外国会社を含む。）、組合（外国における組合に相当するものを含む。）そ

の他これらに準ずる事業体の株式又は持分を保有することにより、当該会社等の事業活動を支配・管理すること及び
次の事業を営むことを目的とする。
（１）半導体素子、集積回路、マイクロコンピュータその他の電子部品、電子応用機器、電気機械器具その他の機械

器具、医療機器類並びにそれらに関連する材料及び部品の販売、賃貸、リース、製造、加工及びそれらの仲介
（２）ソフトウェア及び情報システムの販売、賃貸、製作、構築及びそれらの仲介
（３）情報処理サービス業及び情報提供サービス業
（４）電気通信工事業
（５）電気通信事業法に基づく電気通信事業
（６）貨物利用運送事業
（７）倉庫業及び倉庫管理業務
（８）古物営業法に基づく古物商
（９）損害保険代理業及び保険仲立業

（１０）第１号から第５号に関連する機器の設置工事及び保守
（１１）第１号から第５号に関連する企画、調査、研究、開発及び設計
（１２）第１号から第５号に関連する特許権、商標権、意匠権、著作権及びノウハウその他の知的財産権の取得、管

理、利用許諾及び譲渡
（１３）第１号及び第２号に関連する輸出入業務
（１４）前各号に関連するコンサルタント業務
（１５）前各号に関連する人材派遣業
（１６）不動産の売買、賃貸、管理及び仲介
（１７）前各号に付帯する一切の事業
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（本店の所在地）
第３条　当会社は、本店を東京都千代田区に置く。

（機関）
第４条　当会社は、株主総会及び取締役のほか、次の機関を置く。

（１）取締役会
（２）監査等委員会
（３）会計監査人

（公告方法）
第５条　当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告が

できない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。

第２章　株 式
（発行可能株式総数）
第６条　当会社の発行可能株式総数は、１５０，０００，０００株とする。

（単元株式数）
第７条　当会社の単元株式数は、１００株とする。

（単元未満株式についての権利）
第８条　当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。

（１）会社法第１８９条第２項各号に掲げる権利
（２）会社法第１６６条第１項の規定による請求をする権利
（３）株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
（４）次条に定める請求をする権利

（単元未満株式の買増し）
第９条　当会社の株主は、株式取扱規程に定めるところにより、その有する単元未満株式の数と併せて単元株式数とな

る数の株式を売り渡すことを請求することができる。
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（株主名簿管理人）
第１０条　当会社は、株主名簿管理人を置く。
２　株主名簿管理人及びその事務取扱場所は、取締役会又は取締役会の決議によって委任を受けた取締役が定め、これ

を公告する。
３　当会社の株主名簿及び新株予約権原簿の作成並びに備置きその他の株主名簿及び新株予約権原簿に関する事務は、

これを株主名簿管理人に委託し、当会社においては取り扱わない。

（基準日）
第１１条　当会社の定時株主総会の議決権の基準日は、毎年３月３１日とする。
２　前項のほか、必要のある場合には取締役会の決議によってあらかじめ公告のうえ、一定の日の最終の株主名簿に記

載又は記録された株主又は登録株式質権者をもって、その権利を行使することができる株主又は登録株式質権者とす
ることができる。

（株式取扱規程）
第１２条　株主名簿及び新株予約権原簿への記載又は記録、単元未満株式の買取り・買増し、その他株式又は新株予約

権に関する諸手続並びに手数料等は法令又は定款に定めるもののほか、取締役会において定める株式取扱規程による
ものとする。

第３章　株主総会
（招 集）
第１３条　当会社の定時株主総会は、毎年６月に招集する。臨時株主総会は、必要ある場合に招集する。

（招集権者及び議長）
第１４条　株主総会は法令に別段の定めがある場合を除き、あらかじめ取締役会で定めた取締役がこれを招集する。た

だし、当該取締役に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序により他の取締役がこれに当たる。
２　株主総会は法令に別段の定めがある場合を除き、あらかじめ取締役会で定めた取締役がその議長となる。ただし、

当該取締役に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序により他の取締役がこれに当たる。

（電子提供措置等）
第１５条　当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるも

のとする。
２　当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部又は一部について、議決権の基準日までに

書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。
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（決議の方法）
第１６条　株主総会の決議は、法令又は本定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができ

る株主の議決権の過半数をもって行う。
２　会社法第３０９条第２項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株

主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって行う。

（議決権の代理行使）
第１７条　株主は、当会社の議決権を有する他の株主１名を代理人として、その議決権を行使することができる。この

場合、株主又は代理人は、株主総会ごとに代理権を証明する書面を当会社に提出しなければならない。

第４章　取締役、取締役会及び執行役員
（員 数）
第１８条　当会社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）は、１２名以内とする。
２　当会社の監査等委員である取締役は、６名以内とする。

（選任方法）
第１９条　取締役は、株主総会において選任する。ただし、監査等委員である取締役は、それ以外の取締役と区別して

選任する。
２　前項の選任については、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その

議決権の過半数をもって行う。
３　取締役の選任決議は、累積投票によらない。

（任 期）
第２０条　取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のも

のに関する定時株主総会の終結の時までとする。
２　監査等委員である取締役の任期は、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の

終結の時までとする。
３　任期の満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠として選任された監査等委員である取締役の任期は、退任

した監査等委員である取締役の任期の満了する時までとする。

（代表取締役）
第２１条　取締役会は、その決議によって取締役（監査等委員である取締役を除く。）の中から代表取締役を選定す

る。
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（取締役会の招集通知）
第２２条　取締役会の招集通知は、各取締役に対し会日の３日前までに発する。ただし、緊急の場合には短縮すること

ができる。

（取締役会の決議の省略）
第２３条　当会社は、会社法第３７０条の要件を充たしたときは、取締役会の決議があったものとみなす。

（執行役員）
第２４条　取締役会はその決議により執行役員を置くことができる。執行役員に関する事項は取締役会の定める執行役

員規程によるものとする。

（取締役会規程）
第２５条　取締役会に関する事項は、法令又は本定款のほか、取締役会の定める取締役会規程によるものとする。

（取締役の責任免除）
第２６条　当会社は会社法第４２６条第１項の規定により、任務を怠ったことによる取締役（取締役であった者を含

む。）の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる。
２　当会社は、会社法第４２７条第１項の規定により、取締役（業務執行取締役等である者を除く。）との間に、任務

を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額
は、法令の定める額とする。

（重要な業務執行の決定の委任）
第２７条　当会社は、会社法第３９９条の１３第６項の規定により、取締役会の決議によって重要な業務執行（同条第

５項各号に掲げる事項を除く。）の決定の全部又は一部を取締役に委任することができる。

（報酬等）
第２８条　取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益（以下「報酬等」とい

う。）は、株主総会の決議によって定める。ただし、監査等委員である取締役の報酬等は、それ以外の取締役の報酬
等と区別して株主総会の決議により定める。

第５章　監査等委員会
（監査等委員会の招集通知）
第２９条　監査等委員会の招集通知は、各監査等委員に対し会日の３日前までに発する。ただし、緊急の場合には短縮

することができる。
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（監査等委員会規程）
第３０条　監査等委員会に関する事項は、法令又は本定款のほか、監査等委員会の定める監査等委員会規程によるもの

とする。

第６章　計　算
（事業年度）
第３１条　当会社の事業年度は毎年４月１日から翌年３月３１日までとする。

（剰余金の配当等の決定機関）
第３２条　当会社は、法令に別段の定めのある場合を除き、取締役会の決議によって、会社法第４５９条第１項各号に

掲げる事項を定めることができる。

（剰余金の配当の基準日）
第３３条　当会社の期末配当の基準日は、毎年３月３１日とする。
２　当会社の中間配当の基準日は、毎年９月３０日とする。
３　当会社は前２項のほか、取締役会の決議によって、基準日を定めて剰余金の配当を行うことができる。

（除斥期間等）
第３４条　配当財産が金銭である場合（以下「配当金」という。）は、その支払開始の日から満３年経過しても受領さ

れないときは、当会社はその支払いの義務を免れるものとする。
２　配当金には利息は付けないものとする。

第７章　附　則
（最初の取締役の報酬等）
第３５条　第２８条の規定にかかわらず、当会社の成立の日から最初の定時株主総会の終結の時までの期間の当会社の

取締役の報酬等の額は、それぞれ次のとおりとする。
（１）監査等委員である取締役以外の取締役に対する金銭報酬等

　報酬等（「（３）譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬債権」を除く。）の総額は、年額９００百万
円以内（ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与を含まない。また、うち社外取締役分は年額１００百万円以
内）とする。

（２）監査等委員である取締役に対する報酬等
　報酬等の総額は、年額２００百万円以内とする。
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（３）譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬債権
ア　「（１）監査等委員である取締役以外の取締役に対する金銭報酬等」の報酬枠とは別枠で、監査等委員であ

る取締役以外の取締役（社外取締役を除く。以下、報酬の対象となる取締役を「対象取締役」という。）に対
する譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬債権の総額は、年額２００百万円以内とする。

イ　対象取締役は、当会社の取締役会決議に基づき、支給される金銭報酬債権の全部を現物出資財産として当会
社に給付し、当会社の普通株式について発行又は処分を受ける。対象取締役に対して発行又は処分される普通
株式の総数は年間２０万株以内とする（ただし、当会社の普通株式の株式分割（当会社の普通株式の無償割当
てを含む。）又は株式併合が行われた場合その他譲渡制限付株式として発行又は処分をされる当会社の普通株
式の総数の調整が必要な事由が生じた場合には、当該総数を合理的な範囲で調整する。）。

ウ　当会社の普通株式の１株当たりの払込金額は、当該普通株式の募集事項を決定する各取締役会決議の日の前
営業日における株式会社東京証券取引所における当会社の普通株式の終値（同日に取引が成立していない場合
は、それに先立つ直近取引日の終値）を基礎として、対象取締役に特に有利とならない範囲で当会社取締役会
において決定する。これによる当会社の普通株式の発行又は処分にあたっては、当会社と対象取締役との間
で、概要、以下の内容を含む譲渡制限付株式割当契約（以下「本割当契約」という。）を締結するものとする
（本割当契約により割当てを受けた普通株式を、以下「本割当株式」という。）。

（ア）対象取締役は、本割当株式の交付日から当該対象取締役が当会社の取締役その他当会社の取締役会で定める
地位を退任又は退職する日までの期間（以下「譲渡制限期間」という。）、本割当株式について、譲渡、担保
権の設定その他の処分をしてはならない（以下「譲渡制限」という。）。

（イ）対象取締役が、当会社の取締役会が定める期間（以下「役務提供期間」という。）が満了する前に上記
（ア）の地位を喪失した場合には、当会社は、当会社の取締役会が正当と認める理由がある場合を除き、本割
当株式の全部を当然に無償で取得する。

（ウ）上記（ア）の定めにかかわらず、当会社は、対象取締役が、役務提供期間中、継続して、上記（ア）の地位
にあったことを条件として、本割当株式の全部について、譲渡制限期間が満了した時点をもって譲渡制限を解
除する。ただし、対象取締役が、上記（イ）に定める当会社の取締役会が正当と認める理由により、役務提供
期間が満了する前に上記（ア）に定める地位を喪失した場合には、当該喪失の直後の時点をもって、当該対象
取締役が保有する本割当株式の全部につき、譲渡制限を解除する。

（エ）当会社は、譲渡制限期間が満了した時点において、上記（ウ）の定めに基づき譲渡制限が解除されていない
本割当株式がある場合には、当該本割当株式の全部を当然に無償で取得する。ただし、譲渡制限期間中に、当
会社が消滅会社となる合併契約、当会社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画その他の組織再編
等に関する事項が当会社の株主総会（ただし、当該組織再編等に関して当会社の株主総会による承認を要さな
い場合においては、当会社の取締役会）で承認された場合であって、当該組織再編等において、当会社以外の
当該組織再編等に係る法人が、対象取締役に対して、当該法人の株式（譲渡制限付株式となるものに限る。）
を交付するときは、この限りでない。
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（オ）上記（ア）の定めにかかわらず、当会社は、譲渡制限期間中に、当会社が消滅会社となる合併契約、当会社
が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する事項が当会社の株主総会（た
だし、当該組織再編等に関して当会社の株主総会による承認を要さない場合においては、当会社の取締役会）
で承認された場合には、当会社の取締役会の決議により、割当日から当該組織再編等の承認日までの期間を踏
まえて合理的に定める数の本割当株式について、当該組織再編等の効力発生日に先立ち、譲渡制限を解除す
る。その場合、当会社は、譲渡制限が解除された直後の時点において、なお譲渡制限が解除されていない本割
当株式を当然に無償で取得する。ただし、当該組織再編等において、当会社以外の当該組織再編等に係る法人
が、対象取締役に対して、当該法人の株式（譲渡制限付株式となるものに限る。）を交付するときは、この限
りでない。

（カ）本割当契約に関するその他の事項は、当会社の取締役会において定める。

（譲渡制限の承継）
第３６条　当会社は、菱洋エレクトロ株式会社の２０１９年４月２５日開催の第５９回定時株主総会において承認可決

された譲渡制限付株式報酬制度に基づいて交付がなされた譲渡制限付株式に係る各割当契約書について、２０２４年
４月１日をもって、菱洋エレクトロ株式会社の契約上の地位及び権利義務を承継するものとする。

（附則の削除）
第３７条　本附則は、当会社の最初の定時株主総会終結の時をもって、削除されるものとする。
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［別紙2］菱洋エレクトロ株式会社第3回新株予約権の内容

（１）新株予約権の名称　菱洋エレクトロ株式会社第３回新株予約権

（２）新株予約権の目的である株式の種類及び数
新株予約権の目的である株式の種類は、当社普通株式とし、各新株予約権の目的である株式の数（以下、「付与株式
数」という。）は１００株とする。なお、新株予約権の募集に係る議案の決議日（以下、「決議日」という。）後、当
社が当社普通株式につき、株式分割（当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。）又
は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。

調整後付与株式数＝調整前付与株式数×株式分割・株式併合の比率

なお、上記の調整の結果生じる１株未満の端数は、これを切り捨てる。

また、上記の他、決議日後、当社が合併、会社分割又は株式交換を行う場合及びその他これらの場合に準じて付与株式
数の調整を必要とする場合、当社は、当社取締役会において必要と認める付与株式数の調整を行うことができる。

当社普通株式１２３，０００株を、各事業年度に係る当社定時株主総会の日から１年以内の日に発行する新株予約権を
行使することにより交付を受けることができる株式の数の上限とし、付与株式数が調整された場合は、調整後付与株式
数に下記新株予約権の総数を乗じた数を上限とする。

（３）新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権を行使することにより交付を受けることがで
きる株式１株あたりの行使価額を１円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。

（４）新株予約権を行使することができる期間

２０１９年２月１日から２０５９年１月３１日までとする。

（５）新株予約権の行使の条件

①　新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から１０日間以内（１０日目が休日に当たる場合は翌営
業日）に限り、新株予約権を行使することができる。

②　上記①にかかわらず、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計
画承認の議案、当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき、当社株主総会で承認さ
れた場合（株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議がなされた場合）、当該承認日の翌日から３０日間に限り
新株予約権を行使できるものとする。ただし、（９）に定める組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項に従
って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除くものとする。

③　その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
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（６）新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

①　新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第１７条第１項に従い
算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げる
ものとする。

②　新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度
額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

（７）新株予約権の取得条項

当社は、以下の①、②、③、④又は⑤の議案につき当社株主総会で承認された場合（株主総会決議が不要の場合は、当
社取締役会決議の決定がなされた場合）は、当社取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができ
る。

①　当社が消滅会社となる合併契約承認の議案

②　当社が分割会社となる分割契約又は分割計画承認の議案

③　当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案

④　当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定
めを設ける定款の変更承認の議案

⑤　新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要するこ
と又は当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の
変更承認の議案

（８）譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。

（９）組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

当社が合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割若しくは新設分割（それぞれ当社が分割会社となる
場合に限る。）、株式交換若しくは株式移転（それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。）（以上を総称して以
下、「組織再編行為」という。）をする場合において、組織再編行為の効力発生日（吸収合併につき吸収合併がその効
力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設
分割につき新設分割設立株式会社成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式
移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。）の直前において残存する新株予約権（以下、「残存新株予約権」
という。）を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第２３６条第１項第８号のイからホまでに
掲げる株式会社（以下、「再編対象会社」という。）の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各
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号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、
株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。

①　交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

②　新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

③　新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記（２）に準じて決定する。

④　新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に上記③に従って決定
される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付
される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式１株当たり１円とする。

⑤　新株予約権を行使することができる期間

上記（４）に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い
日から、上記（４）に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

⑥　新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

上記（６）に準じて決定する。

⑦　譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

⑧　新株予約権の行使の条件

上記（５）に準じて決定する。

⑨　新株予約権の取得条項

上記（７）に準じて決定する。

（１０）新株予約権を行使した際に生ずる１株に満たない端数の取決め

新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に１株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるもの
とする。
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（１１）新株予約権を割り当てる日

２０１９年１月３１日

（１２）新株予約権の行使請求及び払込みの方法

①　新株予約権を行使する場合には、当社が定める様式による「新株予約権行使請求書」に必要事項を記入し、記名押
印又は署名のうえ、これを（１３）に定める新株予約権の行使請求受付場所に提出するものとする。

②　前①の「新株予約権行使請求書」の提出とともに、各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額に行使に係
る新株予約権数を乗じた金額の全額を、会社法第２８１条第１項の規定に従い、現金にて（１４）に定める払込取扱場
所の当社の指定する口座に当社の指定する日時までに振り込むものとする。

（１３）新株予約権の行使請求受付場所

当社　総務部（又はその時々における当該業務担当部署）

（１４）新株予約権の行使に際して出資される金銭の払込取扱場所

三菱東京ＵＦＪ銀行　丸の内支店

（又はその時々における当該銀行の承継銀行若しくは当該支店の承継支店）

（１５）新株予約権の行使後の取扱い

当社は、行使手続終了後速やかに、新株予約権者が予め当社の指定する金融商品取引業者等に開設した新株予約権者名
義の口座へ、新株予約権の行使により新株予約権者が取得する株式について記載又は記録をするために必要な手続を行
う。

（１６）本要項の規定の読み替えその他の措置に伴う取扱い

本要項の規定の読み替えその他の措置が必要となるときは、会社法の規定及び新株予約権の趣旨に従い、これに関連す
る事項の取扱いについて、当社が適切と考える方法により、本要項を変更できるものとし、かかる変更は本要項と一体
をなすものとする。

（１７）発行要項の公示

当社は、その本店に新株予約権の発行要項の謄本を備え置き、その営業時間中、新株予約権者の閲覧に供するものとす
る。

（１８）その他

新株予約権の発行及び割当てに関する細目の決定、並びに新株予約権の発行に必要な諸手続の履行等、新株予約権の発
行のために必要な事務については、当社代表取締役会長に一任する。
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［別紙3］本持株会社第1回新株予約権の内容

（１）新株予約権の名称　リョーサン菱洋ホールディングス株式会社第１回新株予約権

（２）新株予約権の目的である株式の種類及び数

新株予約権の目的である株式の種類は、当社普通株式とし、各新株予約権の目的である株式の数（以下、「付与株式
数」という。）は１００株とする。なお新株予約権を割り当てる日後、当社が当社普通株式につき、株式分割（当社普
通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。）又は株式併合を行う場合、次の算式により付与
株式数を調整するものとする。

調整後付与株式数＝調整前付与株式数×株式分割・株式併合の比率

なお、上記の調整の結果生じる１株未満の端数は、これを切り捨てる。

また、上記の他、割当後、当社が合併、会社分割又は株式交換を行う場合及びその他これらの場合に準じて付与株式数
の調整を必要とする場合、当社は、当社取締役会において必要と認める付与株式数の調整を行うことができる。

（３）新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権を行使することにより交付を受けることがで
きる株式１株あたりの行使価額を１円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。

（４）新株予約権を行使することができる期間

２０２４年４月１日から２０５９年１月３１日までとする。

（５）新株予約権の行使の条件

①　新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から１０日間以内（１０日目が休日に当たる場合は翌営
業日）に限り、新株予約権を行使することができる。

②　上記①にかかわらず、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計
画承認の議案、当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき、当社株主総会で承認さ
れた場合（株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議がなされた場合）、当該承認日の翌日から３０日間に限り
新株予約権を行使できるものとする。ただし、（９）に定める組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項に従
って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除くものとする。

③　その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。

（６）新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

①　新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第１７条第１項に従い
算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げる

－ 30 －



2023/11/21 19:39:13 / 23053673_菱洋エレクトロ株式会社_臨時招集通知_電子提供措置用

株式会社リョーサンとの株式移転計画承認の件

ものとする。

②　新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度
額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

（７）新株予約権の取得条項

当社は、以下の①、②、③、④又は⑤の議案につき当社株主総会で承認された場合（株主総会決議が不要の場合は、当
社取締役会決議の決定がなされた場合）は、当社取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができ
る。

①　当社が消滅会社となる合併契約承認の議案

②　当社が分割会社となる分割契約又は分割計画承認の議案

③　当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案

④　当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定
めを設ける定款の変更承認の議案

⑤　新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要するこ
と又は当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の
変更承認の議案

（８）譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。

（９）組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

当社が合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割若しくは新設分割（それぞれ当社が分割会社となる
場合に限る。）、株式交換若しくは株式移転（それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。）（以上を総称して以
下、「組織再編行為」という。）をする場合において、組織再編行為の効力発生日（吸収合併につき吸収合併がその効
力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設
分割につき新設分割設立株式会社成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式
移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。）の直前において残存する新株予約権（以下、「残存新株予約権」
という。）を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第２３６条第１項第８号のイからホまでに
掲げる株式会社（以下、「再編対象会社」という。）の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各
号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、
株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
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①　交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

②　新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

③　新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記（２）に準じて決定する。

④　新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に上記③に従って決定
される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付
される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式１株当たり１円とする。

⑤　新株予約権を行使することができる期間

上記（４）に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い
日から、上記（４）に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

⑥　新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

上記（６）に準じて決定する。

⑦　譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

⑧　新株予約権の行使の条件

上記（５）に準じて決定する。

⑨　新株予約権の取得条項

上記（７）に準じて決定する。

（１０）新株予約権を行使した際に生ずる１株に満たない端数の取決め

新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に１株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるもの
とする。

（１１）新株予約権を割り当てる日

２０２４年４月１日
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（１２）新株予約権の行使請求及び払込みの方法

①　新株予約権を行使する場合には、当社が定める様式による「新株予約権行使請求書」に必要事項を記入し、記名押
印又は署名のうえ、これを当社の指定する新株予約権の行使請求受付場所に提出するものとする。

②　前①の「新株予約権行使請求書」の提出とともに、各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額に行使に係
る新株予約権数を乗じた金額の全額を、会社法第２８１条第１項の規定に従い、現金にて当社の指定する口座に当社の
指定する日時までに振り込むものとする。

（１３）新株予約権の行使後の取扱い

当社は、行使手続終了後速やかに、新株予約権者が予め当社の指定する金融商品取引業者等に開設した新株予約権者名
義の口座へ、新株予約権の行使により新株予約権者が取得する株式について記載又は記録をするために必要な手続を行
う。

（１４）本要項の規定の読み替えその他の措置に伴う取扱い

本要項の規定の読み替えその他の措置が必要となるときは、会社法の規定及び新株予約権の趣旨に従い、これに関連す
る事項の取扱いについて、当社が適切と考える方法により、本要項を変更できるものとし、かかる変更は本要項と一体
をなすものとする。

（１５）発行要項の公示

当社は、その本店に新株予約権の発行要項の謄本を備え置き、その営業時間中、新株予約権者の閲覧に供するものとす
る。

（１６）その他

新株予約権の発行及び割当てに関する細目の決定、並びに新株予約権の発行に必要な諸手続の履行等、新株予約権の発
行のために必要な事務については、当社代表取締役に一任する。
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当社 リョーサン

株式移転比率 1 1.32

3. 会社法第773条第１項第5号及び第6号に掲げる事項についての定めの相当
性に関する事項

(1) 共同持株会社が本株式移転に際して両社の株主に対して交付する共同持株会社の株式および共同持株会社の株式
の割当てに関する事項

①　本株式移転に係る割当ての内容（株式移転比率）
　両社は、本株式移転による共同持株会社の設立に際し、両社のそれぞれの株主に対し割当交付する共同持株会
社の普通株式の割当比率（以下「株式移転比率」といいます。）を以下のとおり、決定いたしました。

（注1）株式の割当比率
　当社の普通株式1株に対して共同持株会社の普通株式1株、リョーサンの普通株式1株に対して共同持株会社の普通株式1.32株を
それぞれ割当て交付いたします。但し、上記株式移転比率は、その算定の基礎となる諸条件に重大な変更が生じた場合、両社協議
の上で変更することがあります。なお、本株式移転により、両社の株主に交付しなければならない共同持株会社の普通株式の数に1
株に満たない端数が生じた場合には、会社法第234条その他関連法令の規定に従い、当該株主に対し1株に満たない端数部分に応じ
た金額をお支払いいたします。

（注2）共同持株会社の単元株式数及び単元未満株式の取扱いについて
　共同持株会社の単元株式数は、100株といたします。
　なお、本株式移転により1単元（100株）未満の共同持株会社の株式の割当てを受ける両社の株主の皆様につきましては、かかる
割当てを受けた株式を東京証券取引所その他の金融商品取引所において売却することはできませんが、そのような単元未満株式を
保有することとなる株主の皆様は、会社法第192条第1項の規定に基づき、共同持株会社に対し、自己の保有する単元未満株式を買
い取ることを請求することが可能です。また、会社法第194条第1項及び定款の規定に基づき、共同持株会社に対し、自己の保有す
る単元未満株式の数と併せて1単元となる数の株式を売り渡すことを請求することも可能です。

（注3）共同持株会社が本株式移転により交付する新株式数（予定）
　普通株式　59,800,000株
　当社の発行済株式総数26,800,000株（2023年7月末時点）、リョーサンの発行済株式総数25,000,000株（2023年9月末時
点）に基づいて算出しております。

②　本株式移転に係る割当ての内容の根拠及び理由
　上記3．(1)①「本株式移転に係る割当ての内容（株式移転比率）」に記載の株式移転比率の決定にあたって公
正性を期すため、当社は大和証券株式会社（以下「大和証券」といいます。）を、リョーサンは三菱ＵＦＪモル
ガン・スタンレー証券株式会社（以下「三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券」といいます。）を、両社から独
立したファイナンシャル・アドバイザー及び第三者算定機関としてそれぞれ選定し、2023年10月13日付で、
株式移転比率に関する算定書を取得しました。
　両社は、当該ファイナンシャル・アドバイザー及び第三者算定機関による助言及び算定結果並びに下記3．
(1)④イ及びエ「独立した法律事務所からの助言」に記載の両社それぞれの法務アドバイザーからの法的助言を
参考に、両社それぞれが相手方に対して実施したデュー・ディリジェンスの結果等を踏まえて、両社の財務の状
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採用手法 株式移転比率の算定結果

市場株価法 1.27～1.40

ＤＣＦ法 0.99～1.43

況、資産の状況、将来の見通し、株価の動向等の要因をそれぞれ総合的に勘案した上で、両社間で株式移転比率
について慎重に交渉・協議を重ねた結果、最終的に上記3．(1)①「本株式移転に係る割当ての内容（株式移転比
率）」に記載の株式移転比率が妥当であるとの判断に至り、2023年10月16日に開催された両社の取締役会に
おいて本株式移転における株式移転比率を決定し、合意いたしました。

③　算定に関する事項
ア．算定機関の名称及び当事会社との関係

　当社の第三者算定機関である大和証券及びリョーサンの第三者算定機関である三菱ＵＦＪモルガン・スタン
レー証券は、いずれも両社の関連当事者には該当せず、本株式移転に関して記載すべき重要な利害関係を有し
ておりません。

イ．算定の概要
　大和証券は、両社が金融商品取引所に上場しており市場株価が存在することから市場株価法を、また将来の
事業活動の状況を評価に反映する目的から、ディスカウンテッド・キャッシュ・フロー法（以下「ＤＣＦ法」
といいます。）を採用し、算定を行いました。
　市場株価法においては、2023年10月13日を算定基準日として、東京証券取引所における算定基準日の終
値並びに算定基準日から遡る過去1ヶ月間、過去3ヶ月間及び過去6ヶ月間の各期間の終値単純平均値を採用し
ております。
　ＤＣＦ法においては、両社が作成した財務予測に基づく将来のキャッシュ・フロー等を、一定の割引率で現
在価値に割り引くことによって企業価値を評価しております。なお、算定の際に前提とした両社の財務予測に
ついては、大幅な増減益を見込んでいる事業年度は含まれておりません。

　上記各手法における算定結果は以下のとおりです。なお、下記の株式移転比率の算定結果は、当社の普通株
式1株に対して共同持株会社の普通株式1株を割当てる場合に、リョーサンの普通株式1株に対して割当てる共
同持株会社の普通株式数の算定結果を記載したものです。

　他方、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券は、当社及びリョーサンについて、両社の株式が金融商品取引
所に上場しており、それぞれの市場株価が存在することから市場株価分析を、また両社には比較可能な上場類
似企業が複数存在し、類似企業比較分析による株式価値の類推が可能であることから類似企業比較分析を、加
えて将来の事業活動の状況を評価に反映するため、ディスカウンテッド・キャッシュ・フロー分析（以下「Ｄ
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採用手法 株式移転比率の算定結果

市場株価分析 1.27～1.40

類似企業比較分析 0.80～1.88

ＤＣＦ分析 1.20～2.23

ＣＦ分析」といいます。）をそれぞれ採用し、算定を行いました。
　市場株価分析については、2023年10月13日を算定基準日とし、東京証券取引所における算定基準日の終
値並びに算定基準日までの1か月間、3か月間及び6か月間の各取引日における終値の単純平均値を採用してお
ります。
　ＤＣＦ分析における、価値算定の際には、両社が算定目的で使用することを了承した、当社及びリョーサン
の経営陣より提示された財務予測における収益や投資計画、当社及びリョーサンに対するデュー・ディリジェ
ンスの結果、その他一般に公開された情報等の諸要素を前提としております。なお、算定の際に前提とした両
社の財務予測については、大幅な増減益を見込んでいる事業年度は含まれておりません。

　上記各手法における算定結果は以下のとおりです。なお、下記の株式移転比率の算定結果は、当社の普通株
式1株に対して共同持株会社の普通株式1株を割当てる場合に、リョーサンの普通株式1株に対して割当てる共
同持株会社の普通株式数の算定結果を記載したものです。

（注）三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券の分析及びその基礎となる株式移転比率の分析は、リョーサンの取締役会の参考に資す
るためのみに同取締役会に宛てたものです。当該分析は、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券又はその関係会社による財務
上の意見又は推奨を構成するものではなく、当社又はリョーサンの株主に対して、本株式移転への賛同並びに株式の譲渡及び
譲受、議決権の行使等の株主権行使、本株式移転に対する同意・その他の関連する事項について意見を述べたり、また、推奨
を行うものでもありません。三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券は、株式移転比率の分析・算定に際し、既に公開されてい
る情報又は当社若しくはリョーサンによって提供等され入手した情報が正確かつ完全なものであることを前提としてこれに依
拠しており、当該情報の正確性及び完全性につき独自の検証を行っておりません。また、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証
券は、財務予測につき、当社及びリョーサンの将来の財務状況に関する現時点で入手可能な最善の予測及び判断を反映するも
のとして、当社及びリョーサンの経営陣によって合理的に用意・作成されたものであることを前提としております。三菱ＵＦ
Ｊモルガン・スタンレー証券は、当社、リョーサン及びそれらの関係会社の資産及び負債（簿外資産及び負債、その他偶発債
務を含みます。）に関して独自の評価・査定を行っておらず、また評価・査定の提供を一切受けておらず、第三者機関への鑑
定又は査定の依頼も行っておりません。三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券の分析は、株式移転比率算定書の算定基準日現
在における経済、金融、市場、その他の状況を前提としており、かつ、同日現在において三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証
券が入手している情報に基づくものです。同日以降に発生する事象が三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券の分析及び株式移
転比率算定書の作成に用いられた前提に影響を及ぼす可能性はありますが、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券は、株式移
転比率算定書及び分析を更新、改訂又は再確認する義務を負うものではありません。加えて、株式移転比率算定書の作成及び
その基となる分析は、複雑な過程を経ており、必ずしも部分的な分析や要約した記載に適したものではありません。本書で記
載されている特定の分析に基づく評価レンジを、当社又はリョーサンの実際の価値に関する三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー
証券による評価であると捉えることはできません。
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④　公正性を担保するための措置
　当社は、本株式移転の公正性を担保するために、以下の措置を講じております。
ア．独立した第三者算定機関からの株式移転比率算定書の取得

　当社は、本株式移転の公正性・妥当性を担保するため、上記3．(1)②「本株式移転に係る割当ての内容の根
拠及び理由」及び③「算定に関する事項」に記載のとおり、独立した第三者算定機関として大和証券を選定
し、本株式移転における株式移転比率の合意の基礎とすべく株式移転比率算定書を取得しております。また、
当社は、ファイナンシャル・アドバイザー及び第三者算定機関である大和証券の分析及び助言を参考としてリ
ョーサンと交渉・協議を行い、上記3．(1)①「本株式移転に係る割当ての内容（株式移転比率）」に記載の株
式移転比率により本株式移転を行うことを2023年10月16日開催の取締役会において決議いたしました。

イ．独立した法律事務所からの助言
　当社は、取締役会における意思決定の公正性・適正性を担保するため、両社から独立した法務アドバイザー
であるＴＭＩ総合法律事務所から、当社の本株式移転の手続き及び意思決定の方法・過程等に関する法的助言
を受けております。なお、ＴＭＩ総合法律事務所は、両社の関連当事者には該当せず、本経営統合に関して記
載すべき重要な利害関係を有しておりません。

　他方、リョーサンは、本株式移転の公正性を担保するために、以下の措置を講じております。

ウ．独立した第三者算定機関からの株式移転比率算定書の取得
　リョーサンは、本株式移転の公正性・妥当性を担保するため、上記3．(1)②「本株式移転に係る割当ての内
容の根拠及び理由」及び③「算定に関する事項」に記載のとおり、独立した第三者算定機関として三菱ＵＦＪ
モルガン・スタンレー証券を選定し、本株式移転における株式移転比率の合意の基礎とすべく株式移転比率算
定書を取得しております。また、リョーサンは、ファイナンシャル・アドバイザー及び第三者算定機関である
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券の分析及び助言を参考として当社と交渉・協議を行い、上記3．
(1)①「本株式移転に係る割当ての内容（株式移転比率）」に記載の株式移転比率により本株式移転を行うこ
とを2023年10月16日開催の取締役会において決議いたしました。

エ．独立した法律事務所からの助言
　リョーサンは、取締役会における意思決定の公正性・適正性を担保するため、両社から独立した法務アドバ
イザーであるアンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業から、リョーサンの本株式移転の手続き及
び意思決定の方法・過程等に関する法的助言を受けております。なお、アンダーソン・毛利・友常法律事務所
外国法共同事業は、両社の関連当事者には該当せず、本経営統合に関して記載すべき重要な利害関係を有して
おりません。
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⑤　共同持株会社の上場申請等に関する事項
　両社は、新たに設立する共同持株会社の株式について、東京証券取引所プライム市場に新規上場（テクニカル
上場）申請を行う予定です。上場日は共同持株会社の設立登記日である2024年4月1日を予定しております。ま
た、両社は本株式移転により共同持株会社の完全子会社となりますので、共同持株会社の上場に先立ち、2024
年3月28日にそれぞれ東京証券取引所を上場廃止となる予定です。
　なお、共同持株会社の株式上場日及び両社の上場廃止の期日につきましては、東京証券取引所の各規則により
決定されます。

⑥　利益相反を回避するための措置
　本株式移転にあたっては、当社とリョーサンとの間には特段の利益相反関係は生じないことから、特別な措置
は講じておりません。

(2) 共同持株会社の資本金及び準備金等の額に関する事項
　当社及びリョーサンは、本株式移転による共同持株会社の設立に際し、共同持株会社の資本金及び準備金等の額
を以下のとおり決定いたしました。
①　資本金の額 150億円
②　資本準備金の額 50億円
③　利益準備金の額 0円
④　資本剰余金の額 株主資本変動額（会社計算規則第52条第1項に定義される）から①、②に掲げる額

を減じて得た額
　これらの資本金及び準備金の額につきましては、共同持株会社の規模その他の諸事情を総合的に勘案・検討し、
当社とリョーサンが協議の上、会社計算規則第52条の規定の範囲内で決定したものであります。
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4. 会社法第773条第1項第9号及び第10号に掲げる事項についての定めの相当
性に関する事項

　当社が既に発行している第3回新株予約権については、当該新株予約権1個に対し、共同持株会社第1回新株予約権
1個の割合をもって割当てます。
　上記につきましては、本株式移転後も、当社が発行している第3回新株予約権の新株予約権者に従前と可及的に同
等の権利を維持していただくために、当社が発行している新株予約権の内容と、共同持株会社の第1回新株予約権の
内容とが実質的に同等となるように定められたものであり、相当であると判断しております。
　また、両社は、新株予約権付社債を発行しておりません。

5. リョーサンに関する事項
(1) 最終事業年度（2023年3月期）に係る計算書類等の内容

　リョーサンの2023年3月期に係る計算書類等の内容につきましては、法令及び当社定款第16条の規定に基づ
き、記載を省略しており、インターネット上の当社ウェブサイト（https://www.ryoyo.co.jp/ir/shareholders-
meeting/）及び東証ウェブサイトに掲載しております。

(2) 最終事業年度の末日後に生じた会社財産の状況に重要な影響を与える事象の内容
　該当事項はありません。

6. 当社において最終事業年度の末日後に生じた会社財産の状況に重要な影響
を与える事象の内容

　該当事項はありません。
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氏　　名
（生年月日） 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

(1) 所有する当社株式の数
(2) 所有するリョーサン株式
の数

(3) 割当てられる共同持株会
社の株式の数

ナカ
中

ムラ
村

 

　
モリ
守

タカ
孝

（1959年９月７日生）

    1984年    4 月 株式会社伊勢丹（現株式会社三越伊勢丹）入社
    2011年    4 月 株式会社三越伊勢丹取締役執行役員経営企画部長
    2012年    4 月 株式会社三越伊勢丹ホールディングス執行役員人事部長
    2016年    4 月 同社常務執行役員情報戦略本部長
    2017年    5 月 菱洋エレクトロ株式会社入社　特別顧問
    2017年    8 月 同社専務執行役員経営改革推進担当
    2017年    12月 同社専務執行役員営業・技術・海外営業管掌、経営改革推進

担当
    2018年    3 月 同社専務執行役員営業・技術・海外営業管掌、営業統括本部

長、経営改革推進担当
    2018年    4 月 同社代表取締役社長
    2021年    2 月 同社代表取締役社長執行役員（現任）

(1)　48,900株
(2)　0株
(3)　48,900株

【取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者とした理由】
中村守孝氏は、これまでのキャリアで、経営企画・営業企画・人事・情報戦略業務に従事し、また、取締役として経営に参画し培わ
れた豊富な経験・知識・人脈を有しております。菱洋エレクトロ株式会社代表取締役社長就任後もそれらの経験等を活かし、強いリ
ーダーシップをもって経営改革を進めてきました。以上により、グループ全体の企業価値向上を実現させるために適切な人材と判断
したため、新たに設立する共同持株会社の取締役として選任をお願いするものであります。

7. 共同持株会社の取締役（監査等委員である取締役となる者を除く。）とな
る者についての会社法施行規則第74条に規定する事項

　共同持株会社の取締役（監査等委員である取締役となる者を除く。）となる者は、次のとおりであります。
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氏　　名
（生年月日） 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

(1) 所有する当社株式の数
(2) 所有するリョーサン株式
の数

(3) 割当てられる共同持株会
社の株式の数

イナ
稲

バ
葉

 

　
カズ
和

ヒコ
彦

（1967年６月14日生）

    1990年    4 月 株式会社リョーサン 入社
    2013年    7 月 同社第二販売部長
    2017年    6 月 同社執行役員 電子部品事業本部長
    2019年    6 月 同社取締役 上席執行役員電子部品事業本部長
    2020年    2 月 同社代表取締役 社長執行役員 兼 企画本部長 兼 電子部品事

業本部長
    2020年    6 月 同社代表取締役 社長執行役員 兼 電子部品事業本部長
    2021年    6 月 同社代表取締役 社長執行役員（現任）

(1)　0株
(2)　9,660株
(3)　12,751株

【取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者とした理由】
稲葉和彦氏は、株式会社リョーサン入社後、大企業向け営業を担当する第二販売部長、執行役員電子部品事業本部長を経て、現在、
代表取締役社長執行役員としてリーダーシップを発揮しており、営業実務及び事業戦略の構築と推進により培った豊富な経験と幅広
い知見を有しております。以上により、グループ全体の企業価値向上を実現させるために適切な人材と判断したため、新たに設立す
る共同持株会社の取締役として選任をお願いするものであります。

エン
遠

ドウ
藤

 

　
シュン
俊

ヤ
哉

（1967年２月７日生）

    1988年    3 月 株式会社リョーサン 入社
    2007年    5 月 同社名古屋第一支店長
    2013年    11月 リョーサンタイランド 社長
    2016年    6 月 株式会社リョーサン 執行役員 中部・東海営業本部長
    2020年    6 月 同社執行役員 国内第一営業本部長
    2021年    6 月 同社取締役 執行役員 営業統括本部長 兼 国内第一営業本部長　

兼 技術本部長（現任）

(1)　0株
(2)　3,100株
(3)　4,092株

【取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者とした理由】
遠藤俊哉氏は、株式会社リョーサン入社後、名古屋第一支店長、リョーサンタイランド社長、執行役員中部・東海営業本部長、執行
役員国内第一営業本部長を経て、現在、取締役執行役員営業統括本部長兼国内第一営業本部長兼技術本部長としてリーダーシップを
発揮しており、同社の海外事業を含めた事業全般について豊富な知識と経験を有しております。以上により、グループ全体の企業価
値向上を実現させるために適切な人材と判断したため、新たに設立する共同持株会社の取締役として選任をお願いするものでありま
す。

－ 41 －



2023/11/21 19:39:13 / 23053673_菱洋エレクトロ株式会社_臨時招集通知_電子提供措置用

株式会社リョーサンとの株式移転計画承認の件

氏　　名
（生年月日） 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

(1) 所有する当社株式の数
(2) 所有するリョーサン株式
の数

(3) 割当てられる共同持株会
社の株式の数

オオ
大

ハシ
橋

 

　
アツ
充

ユキ
幸

（1962年９月27日生）

    1985年    4 月 菱洋電機株式会社（現菱洋エレクトロ株式会社）入社
    2006年    2 月 同社大阪支店営業第一部次長
    2007年    8 月 同社西日本ブロック大阪支店営業第三部長
    2013年    8 月 同社IS本部副本部長
    2015年    2 月 同社IS本部長
    2018年    2 月 同社執行役員西日本ブロック長
    2022年    2 月 同社常務執行役員東日本ブロック管掌、西日本ブロック管掌
    2022年    4 月 同社常務執行役員ソリューション事業本部管掌、東日本ブロ

ック管掌、西日本ブロック管掌
    2023年    2 月 同社常務執行役員半導体・デバイス事業本部管掌、ソリュー

ション事業本部管掌
    2023年    4 月 同社取締役常務執行役員半導体・デバイス事業本部管掌、ソ

リューション事業本部管掌（現任）

(1)　2,400株
(2)　0株
(3)　2,400株

【取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者とした理由】
大橋充幸氏は、菱洋エレクトロ株式会社が取り扱う半導体・デバイス、ICT・ソリューションそれぞれの事業分野を幅広く経験すると
ともに、本社・拠点における様々な立場での経験を経て、現在、両事業部管掌としてリーダーシップを発揮しており、同社事業にお
ける豊富な経験と幅広い知見を有しております。以上により、グループ全体の企業価値向上を実現させるために適切な人材と判断し
たため、新たに設立する共同持株会社の取締役として選任をお願いするものであります。

タカ
髙

ハシ
橋

 

　
ノリ
則

ヒコ
彦

（1962年９月20日生）

    1987年    4 月 株式会社三菱銀行（現株式会社三菱UFJ銀行）入行
    2015年    10月 株式会社リョーサン出向 IR・広報室長
    2016年    6 月 同社経営戦略室長
    2016年    7 月 同社 入社
    2020年    6 月 同社執行役員 企画本部長 兼 経営企画室長
    2021年    6 月 同社執行役員 企画本部長 兼 事業企画室長
    2023年    4 月 同社執行役員 企画本部長（現任）

(1)　0株
(2)　520株
(3)　686株

【取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者とした理由】
髙橋則彦氏は、金融機関在職時における国内外での経験及び実績に加え、株式会社リョーサン入社以来、経営企画・戦略部門におい
てマネジメントを経験し、経理、財務、経営戦略に関する高い専門知識と幅広い知見を有しております。以上により、グループ全体
の企業価値向上を実現させるために適切な人材と判断したため、新たに設立する共同持株会社の取締役として選任をお願いするもの
であります。
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氏　　名
（生年月日） 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

(1) 所有する当社株式の数
(2) 所有するリョーサン株式
の数

(3) 割当てられる共同持株会
社の株式の数

タカ
髙

ダ
田

 

　
シン
信

ヤ
哉

（1952年１月８日生）

    1975年    4 月 株式会社伊勢丹（現株式会社三越伊勢丹）入社
    1995年    2 月 同社営業本部営業政策部長
    2002年    6 月 同社執行役員経営企画部総合企画担当
    2008年    4 月 株式会社三越伊勢丹ホールディングス取締役専務執行役員経

営戦略本部長
    2010年    1 月 同社代表取締役専務執行役員経営戦略本部長
    2012年    6 月 同社常勤監査役
    2017年    6 月 株式会社ショーワ（現日立Astemo株式会社）社外取締役

（監査等委員）
    2020年    4 月 菱洋エレクトロ株式会社社外取締役
    2022年    4 月 同社社外取締役 取締役会議長（現任）

〈重要な兼職の状況〉
　なし

(1)　0株
(2)　0株
(3)　0株

【社外取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者とした理由及び期待される役割の概要】
髙田信哉氏は、前職において、主に経営企画・戦略分野を歴任しながら経営に携わった経験を有しており、菱洋エレクトロ株式会社
社外取締役就任後もその経験を活かし、公正かつ客観的な助言を行っております。以上により、グループ全体のガバナンスの強化及
び企業価値の向上を実現させるという役割を期待して、新たに設立する共同持株会社の社外取締役として選任をお願いするものであ
ります。
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氏　　名
（生年月日） 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

(1) 所有する当社株式の数
(2) 所有するリョーサン株式
の数

(3) 割当てられる共同持株会
社の株式の数

カワ
川

ベ
辺

 

　
ハル
春

ヨシ
義

（1956年２月13日生）

    1977年    10月 株式会社マネジメントワーク 入社
    1988年    12月 テーエスデー株式会社 入社
    1993年    4 月 株式会社ニュートラル 専務取締役
    1996年    4 月 同社 代表取締役社長
    2010年    10月 株式会社インターマインド 代表取締役
    2011年    10月 クラウドランド株式会社 取締役
    2015年    9 月 株式会社サイバーリンクス 執行役員
    2022年    1 月 同社 顧問（現任）
    2022年    6 月 株式会社リョーサン 社外取締役（現任）

〈重要な兼職の状況〉
　株式会社サイバーリンクス 顧問

(1)　0株
(2)　0株
(3)　0株

【社外取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者とした理由及び期待される役割の概要】
川辺春義氏は、長年に亘りITサービス業界において経営に携わり、株式会社リョーサン社外取締役就任後も、起業家及び経営者とし
ての豊富な経験や幅広い知見を活かし、経営の透明性・公正性の向上を図るための監督及び経営に関する有効な助言を行っておりま
す。以上により、グループ全体のガバナンスの強化及び企業価値の向上を実現させるという役割を期待して、新たに設立する共同持
株会社の社外取締役として選任をお願いするものであります。

－ 44 －



2023/11/21 19:39:13 / 23053673_菱洋エレクトロ株式会社_臨時招集通知_電子提供措置用

株式会社リョーサンとの株式移転計画承認の件

氏　　名
（生年月日） 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

(1) 所有する当社株式の数
(2) 所有するリョーサン株式
の数

(3) 割当てられる共同持株会
社の株式の数

シラ
白

イシ
石

 

　
マ
真

スミ
澄

（1958年11月６日生）

    1989年    5 月 株式会社ニッセイ基礎研究所入社
    2001年    4 月 同社主任研究員
    2006年    4 月 東洋大学経済学部社会経済システム学科教授
    2007年    4 月 関西大学政策創造学部教授（現任）
    2013年    6 月 旭化成株式会社社外取締役
    2014年    6 月 中日本高速道路株式会社社外監査役
    2015年    6 月 新関西国際空港株式会社社外監査役
    2019年    4 月 菱洋エレクトロ株式会社社外取締役（現任）
    2021年    2 月 イーサポートリンク株式会社社外監査役（現任）
    2022年    6 月 株式会社ミクニ社外取締役（現任）

〈重要な兼職の状況〉
　関西大学政策創造学部教授
　イーサポートリンク株式会社社外監査役
　株式会社ミクニ社外取締役

(1)　0株
(2)　0株
(3)　0株

【社外取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者とした理由及び期待される役割の概要】
白石真澄氏は、社外役員となること以外の方法で会社経営に関与したことはありませんが、民間企業、教職、公職を通じた豊富な経
験に基づく幅広い見識を有しており、菱洋エレクトロ株式会社社外取締役就任後もその見識等に基づく多角的な視点での助言を行っ
ております。以上により、グループ全体のガバナンスの強化及び企業価値の向上を実現させるという役割を期待して、新たに設立す
る共同持株会社の社外取締役として選任をお願いするものであります。
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株式会社リョーサンとの株式移転計画承認の件

（注）
1．所有する当社及びリョーサンの株式の数は、2023年10月31日現在の所有状況に基づき記載しており、また割当てられる共同持

株会社の株式の数は、当該所有状況に基づき株式移転比率を勘案して記載しております。なお、実際に割当てられる共同持株会社
の株式の数は、共同持株会社の設立日の直前までの所有株式数に応じて変動することがあります。

2．各候補者とも当社及びリョーサンとの間には特別の利害関係はなく、共同持株会社との間での特別な利害関係が生じる予定もあり
ません。

3．髙田信哉氏、川辺春義氏及び白石真澄氏は、社外取締役候補者であります。
4．髙田信哉氏、川辺春義氏及び白石真澄氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、各氏が社外取締役に

選任され就任した場合には、各氏を独立役員として同取引所に届け出る予定であります。
5．共同持株会社は、髙田信哉氏、川辺春義氏及び白石真澄氏が取締役に選任され就任した場合には、会社法第427条第１項に基づく

損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であり、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める額といたします。
6．共同持株会社は、保険会社との間で、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結し、各取締役候補者が

選任され就任した場合は、当該契約の被保険者となる予定であります。役員等賠償責任保険契約の内容の概要は、次のとおりとな
る予定であります。

　　・保険料は全額共同持株会社が負担する。
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株式会社リョーサンとの株式移転計画承認の件

氏　　名
（生年月日） 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

(1) 所有する当社株式の数
(2) 所有するリョーサン株式
の数

(3) 割当てられる共同持株会
社の株式の数

ワキ
脇

 

　
 

　
キヨシ
清

（1959年10月22日生）

    1983年    4 月 株式会社三菱銀行（現株式会社三菱UFJ銀行）入行
    2011年    11月 菱洋エレクトロ株式会社出向 経営戦略室長
    2012年    2 月 同社執行役員経営戦略室長、海外営業本部副本部長
    2012年    4 月 同社入社
    2012年    11月 同社執行役員海外営業本部長
    2014年    2 月 同社上席執行役員海外営業本部長
    2014年    10月 米国公認会計士登録
    2015年    2 月 菱洋エレクトロ株式会社上席執行役員管理本部長、海外営

業本部長、CSR部統括
    2015年    11月 同社上席執行役員管理本部長、CSR部統括
    2016年    4 月 同社取締役上席執行役員経営戦略室管掌、管理本部長、

CSR部管掌、経理部長
    2019年    2 月 同社取締役常務執行役員経営戦略室管掌、管理本部管掌
    2019年    7 月 同社代表取締役専務執行役員経営戦略室管掌、管理本部管

掌
    2021年    2 月 同社代表取締役専務執行役員経営企画本部管掌、管理本部

管掌
    2022年    2 月 同社取締役常務執行役員監査部管掌、CSR部管掌、特命担

当
    2023年    4 月 同社取締役常務執行役員管理本部管掌、監査部管掌、CSR

部管掌、特命担当（現任）

(1)　22,700株
(2)　0株
(3)　22,700株

【監査等委員である取締役候補者とした理由】
脇清氏は、金融機関在職時における国内外での経験及び実績に加え、菱洋エレクトロ株式会社入社以来、経営企画・戦略部門、海外
営業部門、管理部門においてマネジメントを経験し、経理・財務に関する高い専門知識と幅広い知見を有しております。以上によ
り、グループ全体の経営の透明性・公平性の向上を図るために適切な人材と判断したため、新たに設立する共同持株会社の監査等委
員である取締役として選任をお願いするものであります。

8. 共同持株会社の監査等委員である取締役となる者についての会社法施行規
則第74条の3に規定する事項

　共同持株会社の監査等委員である取締役となる者は、次のとおりであります。
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株式会社リョーサンとの株式移転計画承認の件

氏　　名
（生年月日） 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

(1) 所有する当社株式の数
(2) 所有するリョーサン株式
の数

(3) 割当てられる共同持株会
社の株式の数

オ
小

ガワ
川

 

　
マ
真

ヒト
人

（1961年１月25日生）

    1983年    9 月 ピート・マーウィック・ミッチェル会計士事務所（現有限
責任あずさ監査法人）入所

    1996年    10月 センチュリー監査法人（現有限責任あずさ監査法人）社員
    2001年    10月 新日本監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）入所
    2003年    7 月 株式会社ケーピーエムジーエフエーエス（現株式会社

KPMG FAS）へ転籍
    2005年    7 月 株式会社KPMG FAS取締役（パートナー）
    2008年    4 月 一般社団法人日英協会監事（現任）
    2008年    4 月 ACEコンサルティング株式会社 代表取締役（現任）
    2011年    4 月 一般社団法人日本公認不正検査士協会 理事
    2013年    1 月 NPO法人シンクキッズ監事（現任）
    2013年    1 月 株式会社クロスヴィジョンインターナショナル 社外取締役
    2016年    6 月 株式会社リョーサン 社外取締役（監査等委員）（現任）
    2017年    6 月 株式会社イチケン 社外監査役

〈重要な兼職の状況〉
　一般社団法人日英協会監事
　ACEコンサルティング株式会社 代表取締役
　NPO法人シンクキッズ監事

(1)　0株
(2)　0株
(3)　0株

【監査等委員である社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要】
小川真人氏は、長年に亘る公認会計士としての経歴を通じて培われた財務・会計に関する高度な知識と幅広い経験を有しておりま
す。以上により、グループ全体の経営の透明性・公正性の向上を図るための監督及び公認会計士としての専門的な知見に基づく助言
を行うという役割を期待して、新たに設立する共同持株会社の監査等委員である取締役として選任をお願いするものであります。
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株式会社リョーサンとの株式移転計画承認の件

氏　　名
（生年月日） 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

(1) 所有する当社株式の数
(2) 所有するリョーサン株式
の数

(3) 割当てられる共同持株会
社の株式の数

オオ
大

イ
井

 

　
モト
素

ミ
美

（1977年２月27日生）

    1999年    4 月 監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所
    2002年    6 月 公認会計士登録
    2006年    5 月 大井公認会計士事務所開設
    2013年    6 月 株式会社シーボン社外監査役
    2020年    4 月 菱洋エレクトロ株式会社社外監査役（現任）
    2021年    10月 日本ロジスティクスファンド投資法人監督役員（現任）

〈重要な兼職の状況〉
　大井公認会計士事務所 公認会計士
　日本ロジスティクスファンド投資法人監督役員

(1)　0株
(2)　0株
(3)　0株

【監査等委員である社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要】
大井素美氏は、社外役員となること以外の方法で会社経営に関与したことはありませんが、公認会計士としての財務・会計、監査に
関する広範な専門知識と豊富な経験に基づいた多くの知見を有しており、他社においても監査役を歴任しております。以上により、
グループ全体の経営の透明性・公正性の向上を図るための監督及び公認会計士としての専門的な知見に基づく助言を行うという役割
を期待して、新たに設立する共同持株会社の監査等委員である取締役として選任をお願いするものであります。

フク
福

ダ
田

 

　
サ
佐

チ
知

コ
子

（1962年７月15日生）

    1987年    4 月 港監査法人（現有限責任あずさ監査法人）入所
    1990年    3 月 公認会計士登録
    1992年    10月 公認会計士高屋（福田）佐知子事務所開設
    2001年    10月 弁護士登録

千葉市民協同法律事務所 入所（現任）
    2018年    4 月 習志野市代表監査委員（現任）

〈重要な兼職の状況〉
　千葉市民協同法律事務所 弁護士・公認会計士
　習志野市代表監査委員

(1)　0株
(2)　0株
(3)　0株

【監査等委員である社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要】
福田佐知子氏は、会社経営に関与したことはありませんが、公認会計士及び弁護士としての経歴を通じて培われた財務・会計・法務
に関する専門的な知識を有しております。以上により、グループ全体の経営の透明性・公正性の向上を図るための監督並びに公認会
計士及び弁護士としての専門的な知見に基づく助言を行うという役割を期待して、新たに設立する共同持株会社の監査等委員である
取締役として選任をお願いするものであります。

－ 49 －



2023/11/21 19:39:13 / 23053673_菱洋エレクトロ株式会社_臨時招集通知_電子提供措置用

株式会社リョーサンとの株式移転計画承認の件

（注）
1．所有する当社及びリョーサンの株式の数は、2023年10月31日現在の所有状況に基づき記載しており、また割当てられる共同持

株会社の株式の数は、当該所有状況に基づき株式移転比率を勘案して記載しております。なお、実際に割当てられる共同持株会社
の株式の数は、共同持株会社の設立日の直前までの所有株式数に応じて変動することがあります。

2．各候補者とも当社及びリョーサンとの間には特別の利害関係はなく、共同持株会社との間での特別な利害関係が生じる予定もあり
ません。

3．小川真人氏、大井素美氏及び福田佐知子氏は、社外取締役候補者であります。
4．小川真人氏、大井素美氏及び福田佐知子氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、各氏が社外取締役

に選任され就任した場合には、各氏を独立役員として同取引所に届け出る予定であります。
5．共同持株会社は、小川真人氏、大井素美氏及び福田佐知子氏が取締役に選任され就任した場合には、会社法第427条第１項に基づ

く損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であり、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める額といたしま
す。

6．共同持株会社は、保険会社との間で、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結し、各取締役候補者が
選任され就任した場合は、当該契約の被保険者となる予定であります。役員等賠償責任保険契約の内容の概要は、次のとおりとな
る予定であります。

　　・保険料は全額共同持株会社が負担する。
7．脇清氏は、本議案が原案どおり承認された場合、共同持株会社の監査等委員である取締役に選任されますが、これに伴い本議案に

係る本株式移転の効力発生日の前日（2024年３月31日）をもって当社の取締役を辞任し、本株式移転の効力発生日（2024年４
月１日）付で共同持株会社の監査等委員である取締役に就任する予定であります。
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株式会社リョーサンとの株式移転計画承認の件

名　　称 有限責任監査法人トーマツ

主 た る 事 務 所 の 所 在 地 東京都千代田区丸の内３－２－３　丸の内二重橋ビルディング

沿　　革

    1968年    5 月 等松・青木監査法人設立
    1975年    5 月 トウシュ ロス インターナショナル（現デロイト トウシュ トーマツ リミテッド）

へ加盟
    1990年    2 月 監査法人トーマツに名称変更
    2009年    7 月 有限責任監査法人への移行に伴い、名称を有限責任監査法人トーマツに変更

概　　要

出資金　　　　　　　1,138百万円
構成人数　　　　　社員（公認会計士）：486名

特定社員：58名
職員　公認会計士：2,543名

公認会計士試験合格者等（会計士補を含む）：1,359名
その他専門職：3,309名
事務職：90名

監査関与会社数　　　　3,162社

9. 共同持株会社の会計監査人となる者についての会社法施行規則第77条に規
定する事項

　共同持株会社の会計監査人となる者は、次のとおりであります。
（2023年５月31日現在）

（注）
有限責任監査法人トーマツを会計監査人候補者とした理由は、同監査法人が共同持株会社の会計監査人に求められる専門性、独立
性及び内部管理体制等を有しており、適任であると判断したためであります。
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定款一部変更の件

第２号議案
　 定款一部変更の件

現行定款 変更案

第1条～第10条（条文省略） 第1条～第10条（現行どおり）

第11条（基準日） 第11条（基準日）
当会社は毎年1月31日の最終の株主名簿に記載又は記録された
議決権を有する株主をもって、その事業年度に関する定時株主
総会において権利を行使することができる株主とする。

当会社は毎年3月31日の最終の株主名簿に記載又は記録された
議決権を有する株主をもって、その事業年度に関する定時株主
総会において権利を行使することができる株主とする。

2．（条文省略） 2．（現行どおり）

第12条（条文省略） 第12条（現行どおり）

第13条（招集） 第13条（招集）
定時株主総会は毎年4月に招集し、臨時株主総会は必要がある場
合に招集する。

定時株主総会は毎事業年度末日の翌日から3か月以内に招集し、
臨時株主総会は必要がある場合に招集する。

第14条～第34条（条文省略） 第14条～第34条（現行どおり）

第35条（事業年度） 第35条（事業年度）
当会社の事業年度は毎年2月1日から翌年1月31日までとする。 当会社の事業年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

第36条（条文省略） 第36条（現行どおり）

1. 変更の理由
　当社は、事業年度を毎年2月1日から翌年1月31日としておりましたが、本臨時株主総会において第1号議案が原案
どおり承認されることを条件として、新たに設立される共同持株会社と事業年度を一致させることで、適切な経営計
画の策定や決算業務の効率化を図るべく、当社の事業年度を毎年4月1日から翌年3月31日までに変更いたします。
　それに伴いまして、現行定款第11条（基準日）、第13条（招集）、第35条（事業年度）及び第37条（剰余金の配
当の基準日）に所要の変更を行うものであります。また、経過措置として新たに必要な附則を設けるものでありま
す。

2. 変更の内容
　変更の内容は次のとおりであります。

（変更箇所に下線を付しております）
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現行定款 変更案

第37条（剰余金の配当の基準日） 第37条（剰余金の配当の基準日）
当会社の期末配当の基準日は毎年1月31日、中間配当の基準日
は毎年7月31日とする。

当会社の期末配当の基準日は毎年3月31日、中間配当の基準日
は毎年9月30日とする。

2．（条文省略） 2．（現行どおり）

第38条（条文省略） 第38条（現行どおり）

（新設） （附則）
第1条（事業年度の経過措置）
第35条（事業年度）の規定に関わらず、2023年2月1日から始
まる第64期事業年度は、2023年2月1日から2024年3月31日
までの14か月間とする。なお、本附則第1条は第64期事業年度
に関する定時株主総会の終結後にこれを削除する。

第2条（基準日の削除）
本定款第11条（基準日）は、2024年3月31日をもってこれを
削除するものとし、当該削除の後本附則第2条も削除する。
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第3号議案
　 取締役に対する譲渡制限付株式報酬制度の一部改定の件
　当社は、2019年4月25日開催の第59回定時株主総会において、取締役（社外取締役を除きます。以下、本議案にお
いて同じ。）を対象とした譲渡制限付株式報酬制度（以下「本制度」といいます。）の導入に伴う報酬枠の設定等につ
いてご承認をいただき、今日に至っております。
　本制度においては、合併その他の組織再編等に際して、法人とその役員等との間のインセンティブ構造が大幅に変更
されることを踏まえ、譲渡制限付株式割当契約の内容として、概要、「譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併
契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会（た
だし、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要さない場合においては、当社の取締役会）で承認された
場合には、当社の取締役会の決議により、譲渡制限期間の開始日から当該組織再編等の承認の日までの期間を踏まえて
合理的に定める数の本割当株式について、当該組織再編等の効力発生日に先立ち、譲渡制限を解除する」旨の定めを含
めることについてご承認いただいております。
　今般、当社は、本臨時株主総会において第１号議案の「株式会社リョーサンとの株式移転計画承認の件」が原案どお
り承認された場合、持株会社体制に移行することになりますが、持株会社体制に移行した後においても、これまでに当
社の取締役に対して付与した譲渡制限付株式報酬について譲渡制限を引き続いて課すことが、当該取締役に持株会社の
企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与え、また、当該取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めるこ
とになると判断いたしました。以上を踏まえ、上記の定めを以下のとおり改定することにつきご承認をお願いいたしま
す。当該改定以外の本制度の内容については、変更されることなく、従前ご承認いただいた内容を維持するものといた
します。
　なお、本制度は、取締役に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、取締役と株主の
皆様との一層の価値共有を進めることを目的としております。本議案については、手続の公正・透明性を確保するた
め、委員の過半数を独立社外取締役とする指名・報酬委員会の審議・答申を経ていることから、その内容は相当である
と考えております。
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変更前 変更後

(4) 当社は、譲渡制限期間が満了した時点において上記(3)の定
めに基づき譲渡制限が解除されていない本割当株式を当然
に無償で取得する。

(4) 当社は、譲渡制限期間が満了した時点において上記(3)の定
めに基づき譲渡制限が解除されていない本割当株式を当然
に無償で取得する。ただし、譲渡制限期間中に、当社が消
滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換
契約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する事項が
当社の株主総会（ただし、当該組織再編等に関して当社の
株主総会による承認を要さない場合においては、当社の取
締役会）で承認された場合であって、当該組織再編等にお
いて、当社以外の当該組織再編等に係る法人が、対象取締
役に対して、当該法人の株式（譲渡制限付株式となるもの
に限る。）を交付するときは、この限りでない。

(5) 上記(1)の定めにかかわらず、当社は、譲渡制限期間中に、
当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる
株式交換契約又は株式移転計画その他の組織再編等に関す
る事項が当社の株主総会（ただし、当該組織再編等に関し
て当社の株主総会による承認を要さない場合においては、
当社の取締役会）で承認された場合には、当社の取締役会
の決議により、譲渡制限期間の開始日から当該組織再編等
の承認の日までの期間を踏まえて合理的に定める数の本割
当株式について、当該組織再編等の効力発生日に先立ち、
譲渡制限を解除する。

(5) 上記(1)の定めにかかわらず、当社は、譲渡制限期間中に、
当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる
株式交換契約又は株式移転計画その他の組織再編等に関す
る事項が当社の株主総会（ただし、当該組織再編等に関し
て当社の株主総会による承認を要さない場合においては、
当社の取締役会）で承認された場合には、当社の取締役会
の決議により、譲渡制限期間の開始日から当該組織再編等
の承認の日までの期間を踏まえて合理的に定める数の本割
当株式について、当該組織再編等の効力発生日に先立ち、
譲渡制限を解除する。ただし、当該組織再編等において、
当社以外の当該組織再編等に係る法人が、対象取締役に対
して、当該法人の株式（譲渡制限付株式となるものに限
る。）を交付するときは、この限りでない。

　改定の内容は、以下のとおりです。
（下線は変更部分を示します。）

　本議案が承認された場合、既に取締役に交付された譲渡制限付株式に係る譲渡制限付株式割当契約にも本議案による
本制度の改定内容を反映させるべく、当該譲渡制限付株式割当契約に定める方式に従い、所定の手続を行う予定です。
また、当該譲渡制限付株式割当契約に係る当社の契約上の地位及び権利義務については、本臨時株主総会において第１
号議案の「株式会社リョーサンとの株式移転計画承認の件」が原案どおり承認された場合、2024年4月1日をもって、
株式移転計画の効力発生により設立される共同持株会社に承継されるものとします。
　現時点において、本制度の対象となる取締役は４名です。
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　なお、本議案は、第１号議案の「株式会社リョーサンとの株式移転計画承認の件」が原案どおり承認可決されること
を条件として、効力を生じるものといたします。

［参考］原決議（2019年4月25日開催の第59回定時株主総会）

第4号議案　取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

　当社の取締役報酬等の額は、2008年4月25日開催の第48回定時株主総会において、年額280百万円以内（ただし、
使用人兼務取締役の使用人分給与を含まない。）と、また、これとは別枠で、2012年4月26日開催の第52回定時株主
総会において、ストック・オプションのための報酬額として年額100百万円以内とご承認いただいております。
　今般、取締役に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、取締役と株主の皆様との一
層の価値共有を進めることを目的として、上記の報酬枠とは別枠で、当社の取締役に対し、新たに譲渡制限付株式の付
与のための報酬を支給することにつきご承認をお願いいたします。
　なお、本議案が原案どおり承認可決されることを条件に、すでに付与済みのものを除き、取締役に対するストック・
オプション制度を廃止し、今後、取締役に対するストック・オプションとしての新株予約権の新たな発行は行わないこ
とといたします。

　本議案に基づき当社の取締役（社外取締役を除きます。以下「対象取締役」といいます。）に対して譲渡制限付株式
の付与のために支給する金銭報酬の総額は、上記の目的を踏まえ相当と考えられる金額として、年額100百万円以内と
いたします。また、各対象取締役への具体的な配分については、取締役会の決議により決定することといたします。
　現在の取締役は8名（うち社外取締役2名）ですが、第3号議案が原案どおり承認可決されますと、取締役は9名（う
ち社外取締役2名）となります。

　また、対象取締役は、当社の取締役会決議に基づき、本議案により生ずる金銭報酬債権の全部を現物出資財産として
給付し、当社の普通株式について発行又は処分を受けるものとし、これにより発行又は処分をされる当社の普通株式の
総数は、年100千株以内（ただし、本議案が承認可決された日以降、当社の普通株式の株式分割（当社の普通株式の無
償割当てを含む。）又は株式併合が行われた場合その他譲渡制限付株式として発行又は処分をされる当社の普通株式の
総数の調整が必要な事由が生じた場合には、当該総数を合理的な範囲で調整します。）とし、その1株当たりの払込金
額は各取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値（同日に取引が成立してい
ない場合は、それに先立つ直近取引日の終値）を基礎として、対象取締役に特に有利とならない範囲において取締役会
にて決定します。また、これによる当社の普通株式の発行又は処分に当たっては、当社と対象取締役との間で、概要、
以下の内容を含む譲渡制限付株式割当契約（以下「本割当契約」といいます。）を締結するものとします。
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(1) 対象取締役は、本割当株式の交付日から当該対象取締役が当社の取締役その他当社取締役会で定める地位を退任又
は退職する日までの期間（以下「譲渡制限期間」という。）、本割当契約により割当てを受けた当社の普通株式
（以下「本割当株式」という。）について、譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならない（以下「譲渡制
限」という。）。

(2) 対象取締役が、当社の取締役会が定める期間（以下「役務提供期間」という。）が満了する前に上記(1)の地位を
喪失した場合には、当社の取締役会が正当と認める理由がある場合を除き、当社は、本割当株式を当然に無償で取
得する。

(3) 上記(1)の定めにかかわらず、当社は、対象取締役が、役務提供期間中、継続して、上記(1)の地位にあったことを
条件として、本割当株式の全部について、譲渡制限期間が満了した時点をもって譲渡制限を解除する。ただし、対
象取締役が、上記(2)に定める当社の取締役会が正当と認める理由により、役務提供期間が満了する前に上記(1)に
定める地位を喪失した場合には、当該喪失の直後をもって、対象取締役が保有する本割当株式の全部につき、本譲
渡制限を解除するものとする。

(4) 当社は、譲渡制限期間が満了した時点において上記(3)の定めに基づき譲渡制限が解除されていない本割当株式を
当然に無償で取得する。

(5) 上記(1)の定めにかかわらず、当社は、譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社と
なる株式交換契約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会（ただし、当該組織再編等
に関して当社の株主総会による承認を要さない場合においては、当社の取締役会）で承認された場合には、当社の
取締役会の決議により、譲渡制限期間の開始日から当該組織再編等の承認の日までの期間を踏まえて合理的に定め
る数の本割当株式について、当該組織再編等の効力発生日に先立ち、譲渡制限を解除する。

(6) 上記(5)に規定する場合においては、当社は、上記(5)の定めに基づき譲渡制限が解除された直後の時点においてな
お譲渡制限が解除されていない本割当株式を当然に無償で取得する。

(7) 本割当契約における意思表示及び通知の方法、本割当契約改定の方法その他取締役会で定める事項を本割当契約の
内容とする。

（ご参考）
　当社は、当社の執行役員に対し、上記譲渡制限付株式と同様の譲渡制限付株式を付与する予定であります。

以上
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株式会社リョーサンとの経営統合（持株会社化）に関するQ&A

経営統合の背景・目的に関する事項

Q. 経営統合の背景、目的について教えてください。
A. エレクトロニクス業界を取り巻く昨今の環境変化により、エレクトロニクス商社に求められる機能や役割に

変化が生じていることや商社間の競争の激化等を踏まえ、両社は、持続的な企業価値の向上及び全てのステ
ークホルダーへの一層の貢献を果たすために、強固な経営基盤の確立のみならず、両社各々の強みの融合に
より個社の成長限界を打破し、バリューチェーン全体への価値向上の追求が必要であるとの認識に立ち、経
営統合を行うことといたしました。

　

Q. 経営統合によってどのような取り組みを進めていくのですか？
A. 両社は、国内エレクトロニクス商社の新たな中核グループとして、それぞれがこれまでの長年の歴史の中で

築いてきた、お客様との良好なリレーションや優良な商材・ソリューションといった経営資源を新たな枠組
みの中で最大限に活用し、両社の経営資産を掛け合わせた“量”の拡大や、新たな価値の創出による“質”の向上
を推進してまいります。また、両社の強みを融合させることで、“量”と“質”の追求による相互循環を引き起こ
し、お客様・市場全体が共通で抱える課題・お困りごとの解決に貢献していくことで、企業価値の更なる向
上を図るとともに、2029年3月期のグループ経営目標として、売上高：5,000億円、営業利益：300億円を
目指してまいります。

　

持株会社に関する事項

Q. 共同株式移転とはなんですか？
A. 共同株式移転とは、新たに共同持株会社を設立し、その法人が完全親会社となり、既存の株式会社（本経営

統合における菱洋エレクトロ及びリョーサン社）が完全子会社として独立の法人格を維持したまま事業を運
営する統合スキームを指します。
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Q. 共同持株会社とはなんですか？
A. 共同持株会社とは、その完全子会社となる２社以上の既存の株式会社（本経営統合における菱洋エレクトロ

及びリョーサン社）の株式すべてを保有し、完全親会社としてかかる複数の株式会社を管理・監督・支配す
る目的で設立される持株会社を指します。

　

Q. 共同株式移転による経営統合を選択したのはなぜですか？
A. 共同持株会社体制は、両社の事業の独自性を残しつつも協業効果を発揮できる仕組みであり、本件の目的に

鑑み、望ましい方式であると判断いたしました。
　

Q. 持株会社の機関設計について「監査等委員会設置会社」を
選択したのはなぜですか？

A. 意思決定の迅速化を図り、取締役会における議論を充実させるとともに、取締役の職務執行の監査等を担う
監査等委員を取締役会の構成員とすることにより、取締役会の監督機能を強化し、コーポレート・ガバナン
スの充実を図るため、監査等委員会設置会社を選択いたしました。

　

株式に関する事項

Q. 現在保有している菱洋エレクトロ株式はどうなりますか？
A. 株式移転方式による持株会社化により、当社株式は2024年３月28日に上場廃止となりますが、新たに設立

する持株会社の株式について、東京証券取引所プライム市場への新規上場（テクニカル上場）を予定してお
り、当社株主の皆様には、新たに持株会社の株式が交付されることになります。なお、当社の普通株式１株
に対する共同持株会社の普通株式の割当ては１株となります。
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株式会社リョーサンとの経営統合（持株会社化）に関するQ&A

Q. 株主として手続きは必要ですか？
A. 株主の皆様におかれましては、お手続きの必要はございません。現在開設されている口座に共同持株会社の

株式が自動的に割当交付されます。
　

Q. 菱洋エレクトロの株式と持株会社の株式の売買はいつできますか？
A. 当社株式の最終売買日は、2024年３月27日（予定）となります。また、持株会社の株式については、2024

年４月１日（予定）より売買可能となります。
　

配当・株主優待に関する事項

Q. 菱洋エレクトロの当期の期末配当はどうなりますか？
A. 当期の期末配当につきましては、当初、2024年１月31日を基準日として、１株当たり80円の配当を予定し

ておりましたが、決算期の変更に伴い、基準日を2024年３月31日に変更した上で、１株当たり100円の配
当とする予定です。

　

Q. 菱洋エレクトロの当期の株主優待はどうなりますか？
A. 当期の株主優待につきましては、決算期の変更に伴い、基準日を2024年１月31日から2024年３月31日へ

変更し、また、500株以上1,000株未満を保有する株主様に付していた１年以上の継続保有期間の条件を撤
廃いたします。基準日において500株以上の株式を保有する株主様に対して、①3,000円相当のギフト商
品、②会員限定優待サービスの付与を予定しております。

　

Q. 新設持株会社での配当、株主優待はどうなりますか？
A. 現時点で決定している内容はございませんが、経営統合後も利益をしっかりと株主の皆様へ還元できるよう

な方策を検討中であり、具体的な方針については確定次第、公表いたします。
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地図

会場

　

時事通信ホール（時事通信ビル2階）
東京都中央区銀座五丁目15番8号　TEL（03）3546－6606

交通

　

❶ 東京メトロ日比谷線・都営地下鉄浅草線 「東銀座」駅下車 6番出口より徒歩約1分
❷ 都営地下鉄大江戸線 「築地市場」駅下車 A 3 出口より徒歩約6分
❸ 東京メトロ銀座線・丸ノ内線・日比谷線 「銀座」駅下車 A 5 出口より徒歩約7分
❹ ＪＲ山手線・京浜東北線 「有楽町」駅下車 中央口より徒歩約13分
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※お車での来場はご遠慮くださいますようお願い申しあげます。

見やすく読みまちがえにくい
ユニバーサルデザインフォント
を採用しています。

　

臨時株主総会会場ご案内図


